
議案番号 件　　　　　　名 頁 摘　要

報１ 専決処分したものの承認を求めることについて 3

(専１) 　令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第20号） 5

(専２) 　令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第21号） 19

(専３) 　令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第22号） 33

(専４) 　令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第23号） 47

１ 豊岡市辺地総合整備計画の策定について 61

２ 工事請負変更契約の締結について 69
豊岡市防災行政無線
デジタル化整備工事

３
兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の
増減及び規約の変更について

73

４ 豊岡市立生涯学習サロンの指定管理者の指定について 79

５ 工事請負契約の締結について 83
(仮称)福田排水機場
土木工事

６ 土地の取得について 89 合橋小学校用地

７ 土地の取得について 95
合橋認定こども園用
地

８ 豊岡市土地開発基金条例等の一部を改正する条例制定について 101

９ 豊岡市恩給条例を廃止する条例制定について 115

10
豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
制定について

119

11
豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制
定について

125

12
豊岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定
について

131

13
豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例制定につ
いて

137

14 豊岡市社会教育委員に関する条例を廃止する条例制定について 147

15
豊岡市国民健康保険条例及び豊岡市国民健康保険税条例の一部
を改正する条例制定について

151

16 豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定について 157

17 豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 163

18
豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防
サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条例制定について

171

19 豊岡市温泉供給条例の一部を改正する条例制定について 179

20 豊岡市環境審議会条例の一部を改正する条例制定について 185

21
豊岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
の一部を改正する条例制定について

191

　（令和３年２月26日開会）

令和３年第１回豊岡市議会(定例会)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※    市 長 提 出 議 案 目 録    ※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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議案番号 件　　　　　　名 頁 摘　要

22
豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関
する条例の一部を改正する条例制定について

203

23
豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例制定について

213

24 豊岡市給水条例の一部を改正する条例制定について 219

25 豊岡市下水道条例の一部を改正する条例制定について 231

26
豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例制定について

239

27 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第24号） 247

28 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第25号） 265

29
令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正
予算（第５号）

409

30
令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正
予算（第３号）

433

31
令和２年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３
号）

451

32 令和２年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 467

33 令和２年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第５号） 497

34 令和２年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号） 529

35 令和２年度豊岡市水道事業会計補正予算（第３号） 543

36 令和２年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第３号） 555

37 令和３年度豊岡市一般会計予算
別冊
一般会計予算

38 令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算
別冊
特別会計予算

39 令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算 　〃

40 令和３年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計予算 　〃

41 令和３年度豊岡市介護保険事業特別会計予算 　〃

42 令和３年度豊岡市診療所事業特別会計予算 　〃

43 令和３年度豊岡市霊苑事業特別会計予算 　〃

44 令和３年度豊岡市太陽光発電事業特別会計予算 　〃

45 令和３年度豊岡市管理会財産区特別会計予算 　〃

46 令和３年度豊岡市水道事業会計予算 　〃

47 令和３年度豊岡市下水道事業会計予算 　〃

48 工事請負契約の締結について 569
(仮称)福田排水機場
機械電気設備工事

追加予定 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第26号）

〃 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第１号）
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報告第１号 

 

   専決処分したものの承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記の事項に

ついて別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求

める。 

 

令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

記 

 

１ 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第20号） 

２ 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第21号） 

３ 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第22号） 

４ 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第23号） 
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        令和３年１月８日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第１号 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第20号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第20号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ678,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ59,127,899千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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        令和３年１月 18 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第２号 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第21号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第21号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ73,791千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ59,201,690千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 
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        令和３年１月 29 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第３号 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第22号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第22号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ434,502千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ59,636,192千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 
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        令和３年２月 12 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第４号 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第23号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第23号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ270,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ59,906,192千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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第１号議案 

 

   豊岡市辺地総合整備計画の策定について 

 

 公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を、別紙「豊岡市辺地総合整備

計画」のとおり定めたいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条第１項の規定により、議会

の議決を求める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

辺地における公共的施設の整備に対する財政上の特別措置を受けるため。 
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豊岡市辺地総合整備計画 

（案） 

 

２０２１年度 

 

 

 

 

 

 

２０２１年３月 

 

 

兵 庫 県 豊 岡 市 
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別記第 1 号様式 

 

 

総 合 整 備 計 画 

 

 

兵庫県 豊岡市内町辺地   

 （辺地の人口 116 人 面積 1.2ｋ㎡） 

 

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する市（町）又は字の名称  豊岡市内町 

 (2) 地域の中心の位置           豊岡市内町字石橋 516-2 

 (3) 辺地度点数              100 点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

当地区は、市の中心部から西へ約 10ｋｍに位置し、大部分を山間部が占め、周囲

を山々に囲まれた集落が散在する地形である。 

内町地区は、昭和 51 年にほ場整備を完了している。しかし、近年は用排水路及び

暗渠排水の老朽化による機能低下でコンバイン等の機械作業に支障をきたしている。 

また、農業従事者の高齢化により草刈りや泥上げ等の管理作業が課題となっている。 

本事業により、用排水路の管路化及び区画拡大を図ることにより効率的に管理可能

な農地整備を行い、農業経営の安定を目指す。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

          令和３年度から令和７年度まで ５年間 

（単位 千円） 

  

事 業 費 
財 源 内 訳 

一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 

  

施設名 主体名 特定財源 一般財源 

基 盤 整 備

促 進 事 業

（ 農 地 整

備事業） 

兵庫県（豊岡

市受託） 
343,700 310,510 33,190 33,000 

合  計 343,700 310,510 33,190 33,000 

 

事業 
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別記第 1 号様式 

 

 

総 合 整 備 計 画 

 

 

兵庫県 豊岡市日高町栗栖野辺地   

（辺地の人口 194 人 面積 1.4ｋ㎡） 

 

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する市（町）又は字の名称  豊岡市日高町栗栖野 

 (2) 地域の中心の位置           豊岡市日高町栗栖野字皺ケ野 59-187 

 (3) 辺地度点数              108 点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

当地区は、市の中心部から南西へ約 25ｋｍに位置し、大部分を山間部が占め、周

囲を 1,000ｍ前後の山々に囲まれた神鍋高原に集落が散在する地形である。 

豊岡市立神鍋診療所は、旧日高町西部の山間部に位置し、過疎化の進行が著しい中、

地域に根ざした診療を行っているが、公立豊岡病院まで 20km 以上も離れている地域

であり、必要とする医療を身近な地域で安心して受診できる体制が必要である。この

ため、診療所施設の診療に必要な機器を整備し、地域医療体制の維持・確保を図るこ

とにより、地区住民の利便性及び安心・安全を確保するものである。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

          令和３年度 １年間 

（単位 千円） 

  

事 業 費 
財 源 内 訳 

一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 

  

施設名 主体名 特定財源 一般財源 

神 鍋 診 療

所  
豊岡市 6,930 3,465 3,465 1,500 

合  計 6,930 3,465 3,465 1,500 

 

 

 

 

事業 
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第２号議案 

 

   工事請負変更契約の締結について 

 

 平成30年９月28日議決のあった第67号議案にかかる豊岡市防災行政無線デジタル

化整備工事請負契約について、下記のとおり変更契約を締結する。よって、豊岡市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年豊岡市

条例第55号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的    豊岡市防災行政無線デジタル化整備工事 

 

２ 契 約 の 金 額    変更後 1,211,440,000円 

           （変更前 1,194,480,000円） 

 

３ 契約の相手方    大阪府大阪市港区磯路２丁目21番１号 

            日本電通 株式会社 

            代表取締役社長 戸谷 典嗣 

 

 

 （備考） 工期限  2021年３月22日 
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参考資料 

 

 豊岡市防災行政無線デジタル化整備工事 

 

主な変更の概要 

工事名称 変更前 変更後 

予備対応機設置 ０か所 ６か所 

移動系無線局撤去 ０か所 ４か所 

アナログ受信機用アンテナ撤去 1,960か所 3,243か所 

既設アナログシステム接続 ０か所 ２か所 

屋外拡声装置添架用鋼管ポール 66か所 69か所 

非常用発電装置 ６台 ５台 

受信機設置 34,000台 27,154台 
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第３号議案 

 

   兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及    

   び規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、令和３年４月

１日付けで北播磨清掃事務組合の兵庫県市町村職員退職手当組合からの脱退及び市

川町外三ケ市町共有財産事務組合の加入に伴い、兵庫県市町村職員退職手当組合規

約を次のとおり変更することについて協議する。よって、地方自治法第290条の規

定により議会の議決を求める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

兵庫県市町村職員退職手当組合から北播磨清掃事務組合が脱退し、市川町外三ケ

市町共有財産事務組合が加入するため。 
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兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約 

 

 兵庫県市町村職員退職手当組合規約（昭和30年兵庫県告示第197号の12）の一部

を次のように改正する。 

別表第１号表中「北播磨清掃事務組合」を「市川町外三ケ市町共有財産事務組

合」に改める。 

附 則 

 この規約は、令和３年４月１日から施行する。 
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   兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約案要綱 

 

１ 改正の内容 

  兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する市町等を定める表について、北播磨

清掃事務組合が脱退し、市川町外三ケ市町共有財産事務組合が加入する規定の整

備をすること。（別表第１号表関係） 

 

２ 附則 

  この規約は、令和３年４月１日から施行すること。 
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兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約新旧対照表 

現行   改正後（案） 

別表第１号表 

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、

三木市、高砂市、川西市、小野市、

三田市、加西市、丹波篠山市、養父

市、丹波市、南あわじ市、朝来市、

淡路市、宍粟市、加東市、たつの市

兵庫県市町村職員退職手当組合、北

播衛生事務組合、揖龍保健衛生施設

事務組合、北播磨清掃事務組合   

     、北播磨こども発達支援

センター事務組合わかあゆ園、加古

郡衛生事務組合、淡路広域消防事務

組合、南但広域行政事務組合、播磨

内陸医務事業組合、中播衛生施設事

務組合、淡路広域行政事務組合、兵

庫県町議会議員公務災害補償組合、

丹波少年自然の家事務組合、西脇多

可行政事務組合、姫路福崎斎苑施設

事務組合、美方郡広域事務組合、小

野加東加西環境施設事務組合、くれ

さか環境事務組合、北但行政事務組

合、小野加東広域事務組合、淡路広

域水道企業団、播磨高原広域事務組

合、中播北部行政事務組合、洲本

市・南あわじ市衛生事務組合、北は

りま消防組合 、西はりま消防組合 

 

別表第１号表 

洲本市、豊岡市、西脇市、宝塚市、

三木市、高砂市、川西市、小野市、

三田市、加西市、丹波篠山市、養父

市、丹波市、南あわじ市、朝来市、

淡路市、宍粟市、加東市、たつの市

兵庫県市町村職員退職手当組合、北

播衛生事務組合、揖龍保健衛生施設

事務組合、市川町外三ケ市町共有財

産事務組合、北播磨こども発達支援

センター事務組合わかあゆ園、加古

郡衛生事務組合、淡路広域消防事務

組合、南但広域行政事務組合、播磨

内陸医務事業組合、中播衛生施設事

務組合、淡路広域行政事務組合、兵

庫県町議会議員公務災害補償組合、

丹波少年自然の家事務組合、西脇多

可行政事務組合、姫路福崎斎苑施設

事務組合、美方郡広域事務組合、小

野加東加西環境施設事務組合、くれ

さか環境事務組合、北但行政事務組

合、小野加東広域事務組合、淡路広

域水道企業団、播磨高原広域事務組

合、中播北部行政事務組合、洲本

市・南あわじ市衛生事務組合、北は

りま消防組合 、西はりま消防組合 
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第４号議案 

 

豊岡市立生涯学習サロンの指定管理者の指定について 

 

豊岡市立生涯学習サロンの指定管理者を次の団体等に指定したいので、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

                 記 

 

１ 公の施設の名称   豊岡市立生涯学習サロン 

 

２ 団体等の名称   但馬高齢者生きがい創造協議会 

 

３ 指 定 の 期 間   令和３年６月28日から令和６年３月31日 
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１ 公の施設の概要 

⑴ 名 称 

    豊岡市立生涯学習サロン 

⑵ 所在地 

    豊岡市大手町４番５号及び千代田町 109番３ 

⑶ 設置目的 

    生涯学習の機会、学習の場の提供及び人材の育成、生涯学習に関する情報収

集と提供を通して生涯学習の推進と市民の交流促進を図る。 

⑷ 施設概要   2021（令和３）年６月竣工 

    建物概要  構造 鉄筋コンクリート造（市内大手町・商業施設アイティ） 

        主な施設【アイティ４階】 

教室Ａ 56.60㎡、教室Ｂ 53.60㎡、木彫室Ａ 54.00㎡、 

木彫室Ｂ 18.80㎡、事務室 20.25㎡、展示ギャラリー60.45㎡ 

            【アイティ７階】 

陶芸室 72.38㎡、陶芸窯設置スペース 8.27㎡ 

          屋外交流広場 478.10㎡（市内千代田町・旧店舗跡地） 

 

２ 管理業務の内容 

⑴ 生涯学習サロンの適切な維持管理に関する業務 

⑵ 生涯学習サロンの使用及びその制限に関する業務 

⑶ 生涯学習の推進に寄与する自主事業に関する業務 

⑷ その他市長が定める業務 

 

３ 団体等の概要 

⑴ 名 称 

    但馬高齢者生きがい創造協議会 

⑵ 所在地 

    豊岡市九日市上町 550番地の１ 

⑶ 代表者の氏名 

    会長 中貝 宗治 

⑷ 設立年月日 

    昭和 54年 10月１日 

⑸ 職員・従業員数 

    役員８名、スタッフ２名 

⑹ 主な事業又は活動 

   ・市民の生涯学習の機会の提供及び情報収集に関する事業 

    ・市民の生涯学習を推進する人材育成を図る事業 
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第５号議案              

 

工事請負契約の締結について 

 

 （仮称）福田排水機場土木工事について、下記のとおり工事請負契約を締結す

る。よって、豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成 17 年豊岡市条例第 55 号）第２条の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和３年２月 26 日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的   （仮称）福田排水機場土木工事 

            

２ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額   250,910,000 円 

 

４ 契約の相手方   豊岡市高屋 903 番地の１ 

           株式会社 山口工務店 

           代表取締役 山口 泰秀 

 

 

 （備考）工期限   令和５年３月 24 日 
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参考資料  

 

（仮称）福田排水機場土木工事の概要  

                                           

   吸水槽工        １基  

   流入水路工        １式  

   堤防乗越工        １式  

   暗渠工         L=25ｍ  

  法覆護岸工       １式  

擁壁工        L=28ｍ  

根固め工       A=193㎡  

仮設工          １式  
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豊岡市立合橋小学校用地取得 位置図 
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豊岡市立合橋認定こども園用地取得 位置図 
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第８号議案 

 

   豊岡市土地開発基金条例等の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市土地開発基金条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

豊岡市土地開発公社の解散に伴い、基金の管理方法等に関し所要の規定の整備を

行うため。 

-101-



 

-102-



豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市土地開発基金条例等の一部を改正する条例 

 

 （豊岡市土地開発基金条例の一部改正） 

第１条 豊岡市土地開発基金条例（平成17年豊岡市条例第68号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条第２項中「、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定め、豊岡市土地

開発公社に貸し付け」を削る。 

  第６条中「基金に積み立てる」を「予算に計上して整理する」に改める。 

  第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（処分） 

第７条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、

第２条第２項の規定により基金に追加して積み立てた額に相当する額の範囲内

で基金の一部を処分することができる。 

２ 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少する

ものとする。 

 （豊岡市財政調整基金条例の一部改正） 

第２条 豊岡市財政調整基金条例（平成17年豊岡市条例第66号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第２項中「、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定め、豊岡市土地

開発公社に貸し付け」を削る。 

 （豊岡市市債管理基金条例の一部改正） 

第３条 豊岡市市債管理基金条例（平成17年豊岡市条例第67号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第２項中「、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定め、豊岡市土地

開発公社に貸し付け」を削る。 

 （豊岡市福祉基金条例の一部改正） 

第４条 豊岡市福祉基金条例（平成17年豊岡市条例第70号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第２項中「、又は確実な償還方法、期間及び利率を定め、豊岡市土地開

発公社に貸し付け」を削る。 

 （豊岡市コウノトリ基金条例の一部改正） 

第５条 豊岡市コウノトリ基金条例（平成17年豊岡市条例第71号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条第２項中「、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定め、豊岡市土地
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開発公社に貸し付け」を削る。 

 （豊岡市水と土保全対策基金条例の一部改正） 

第６条 豊岡市水と土保全対策基金条例（平成17年豊岡市条例第73号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第２項中「て保管し、又は確実な償還方法、期間及び利率を定め、豊岡

市土地開発公社に貸し付け」を削る。 

 （豊岡市被災者生活再建支援基金条例の一部改正） 

第７条 豊岡市被災者生活再建支援基金条例（平成17年豊岡市条例第217号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条第２項中「、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定め、豊岡市土地

開発公社に貸し付け」を削る。 

 （豊岡市地域振興基金条例の一部改正） 

第８条 豊岡市地域振興基金条例（平成18年豊岡市条例第50号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第２項中「、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定め、豊岡市土地

開発公社に貸し付け」を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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   豊岡市土地開発基金条例等の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

⑴ 豊岡市土地開発基金条例の一部改正（第１条関係） 

ア 基金の管理方法に関し、豊岡市土地開発公社に係る貸付けの規定を削るこ

と。（第４条関係） 

イ 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理するものとすること。

（第６条関係） 

ウ 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、

第２条第２項の規定により基金に追加して積み立てた額に相当する額の範囲

内で基金の一部を処分することができることとし、処分が行われたときは、

基金の額は処分額相当額減少するものとすること。（第７条、第８条関係） 

⑵ 次の条例について、基金の管理方法に関し、豊岡市土地開発公社に係る貸付

けの規定を削ること。 

ア 豊岡市財政調整基金条例（第２条関係） 

イ 豊岡市市債管理基金条例（第３条関係） 

ウ 豊岡市福祉基金条例（第４条関係） 

エ 豊岡市コウノトリ基金条例（第５条関係） 

オ 豊岡市水と土保全対策基金条例（第６条関係） 

カ 豊岡市被災者生活再建支援基金条例（第７条関係） 

キ 豊岡市地域振興基金条例（第８条関係） 

 

２ 附則 

  この条例は、公布の日から施行すること。 
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豊
岡
市
土
地
開
発
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）

 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
４
条
 
略
 

第
４
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
、

又
は
確
実
な
償
還
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公
社
に
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
運
用
益
金
の
処
理
）
 

（
運
用
益
金
の
処
理
）
 

第
６
条

 
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
基
金
に
積
み
立
て
る

 
 
 
も
の
と

す
る
。
 

第
６
条

 
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
予
算
に
計
上
し
て
整
理
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 
（
処
分
）
 

 
第
７
条
 
市
長
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
に
追
加
し
て
積
み
立
て
た
額
に
相

当
す
る
額
の
範
囲
内
で
基
金
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
２

 
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
基
金
の
額
は
処
分
額
相
当
額

減
少
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
７
条
 
略
 

第
８
条
 
略
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豊
岡
市
財
政
調
整
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
、

又
は
確
実
な
償
還
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公
社
に
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
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豊
岡
市
市
債
管
理
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）

 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
、

又
は
確
実
な
償
還
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公
社
に
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
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豊
岡
市
福
祉
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
４
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
、

又
は
確
実
な
償
還
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公
社
に
貸
し

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
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豊
岡
市
コ
ウ
ノ
ト
リ
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
５
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
、

又
は
確
実
な
償
還
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公
社
に
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
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豊
岡
市
水
と
土
保
全
対
策
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
６
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
て

保
管
し
、
又
は
確
実
な
償
還
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公

社
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
 

-111-



豊
岡
市
被
災
者
生
活
再
建
支
援
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
７
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
、

又
は
確
実
な
償
還
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公
社
に
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
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豊
岡
市
地
域
振
興
基
金
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
８
条
関
係
）

 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
管
理
）
 

（
管
理
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
略
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
、

又
は
確
実
な
償
還
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
、
豊
岡
市
土
地
開
発
公
社
に
貸

し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第９号議案 

 

   豊岡市恩給条例を廃止する条例制定について 

 

 豊岡市恩給条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 恩給を受ける権利を有する者がないため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市恩給条例を廃止する条例 

 

豊岡市恩給条例（平成19年豊岡市条例第９号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第10号議案 

 

   豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 

 豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫作業に従事す

る職員の特殊勤務手当の特例の対象期間を見直すため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年豊岡市条例第53号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第３項中「、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

（令和２年政令第11号）第２条に規定する期間に」を削り、「同令第１条に規定する

ものをいう。」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１

月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有すること

が新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市職員の特殊勤

務手当に関する条例附則第３項及び第４項の規定は、令和３年２月13日から適用す

る。 

 

-121-



   豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫作業に従事

する職員の特殊勤務手当の特例について、支給の対象期間を定める規定を削り、

防疫作業に従事した場合の特殊勤務手当を支給すること。（附則第３項関係） 

 

２ 附則 

  この条例は、公布の日から施行し、改正後の感染症防疫作業に従事する職員の

特殊勤務手当に係る規定は、令和３年２月13日から適用すること。 
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豊
岡
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
感
染
症

防
疫
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
感
染
症

防
疫
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
）
 

３
 
感
染
症
防
疫
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
令
和
２
年
政
令
第
11
号
）

第
２
条
に
規
定
す
る
期
間
に
、
職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
同
令
第
１

条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
か
ら
市
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作

業
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
に
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
４
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

３
 
感
染
症
防
疫
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
は

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
職
員
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が

ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
２
年
１
月
に
、
中
華
人
民

共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が

新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
か
ら
市
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作

業
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
に
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
４
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

４
 
略
 

４
 
略
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第11号議案 

 

   豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

   いて 

 

豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

新たに職員となった者が任命権者に提出する宣誓書の押印義務を廃止するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例（平成17年豊岡市条例第37号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第１項中「署名押印」を「署名」に改める。  

様式第１号及び様式第２号中「○印」を削る。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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   豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

  新たに職員となった者が任命権者に提出する宣誓書の押印義務を廃止すること。

（第２条、様式第１号、様式第２号関係） 

 

２ 附則 

  この条例は、令和３年４月１日から施行すること。 
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豊
岡
市
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
服
務
の
宣
誓
）
 

（
服
務
の
宣
誓
）
 

第
２
条
 
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
は
、
宣
誓
書
（
様
式
第
１
号
。
た
だ
し
、
消
防
職

員
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
２
号
）
に
署
名
押
印
し
、
任
命
権
者
に
提
出
し
て
か
ら
で

な
け
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
２
条
 
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
は
、
宣
誓
書
（
様
式
第
１
号
。
た
だ
し
、
消
防
職

員
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
２
号
）
に
署
名
 
 
し
、
任
命
権
者
に
提
出
し
て
か
ら
で

な
け
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）
 

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）
 

宣
 

 
 
誓

 
 
 
書
 

私
は
、
日
本
国
憲
法
を
尊
重
し
、
か
つ
、
養
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
、
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を

深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
職
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。
 

  
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
氏

 
 
 
 
 
 
名
 
㊞
 

宣
 

 
 
誓
 

 
 
書
 

私
は
、
日
本
国
憲
法
を
尊
重
し
、
か
つ
、
養
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

 

私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
、
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を

深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
職
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
氏

 
 

 
 

 
 
名

 
 
 

様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）

 
様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）

 

宣
 

 
 
誓

 
 
 
書
 

私
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
法
律
を
尊
重
し
、
命
令
、
条
例
、
規
則
及
び
規
程
を
忠
実
に
擁
護
し
、
消
防

の
目
的
及
び
任
務
を
深
く
自
覚
し
、
そ
の
規
約
が
消
防
職
務
に
優
先
し
て
従
う
こ
と
を
要
求
す
る
団
体
又

は
組
織
に
加
入
せ
ず
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か
つ
公
正
に
消
防
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
こ
と
を

固
く
誓
い
ま
す
。
 

  
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
 
 
 
名

 
㊞
 

宣
 

 
 
誓
 

 
 
書
 

私
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
法
律
を
尊
重
し
、
命
令
、
条
例
、
規
則
及
び
規
程
を
忠
実
に
擁
護
し
、
消
防

の
目
的
及
び
任
務
を
深
く
自
覚
し
、
そ
の
規
約
が
消
防
職
務
に
優
先
し
て
従
う
こ
と
を
要
求
す
る
団
体
又

は
組
織
に
加
入
せ
ず
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
誠
実
か
つ
公
正
に
消
防
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
こ
と
を

固
く
誓
い
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
氏

 
 

 
 

 
 
名
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第12号議案 

 

豊岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 

豊岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 審査申出書、口頭による意見陳述の調書、口述書、実地調査の調書及び議事の調

書の押印義務を廃止するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

豊岡市固定資産評価審査委員会条例（平成17年豊岡市条例第30号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条第４項中「押印」を「署名又は記名押印」に改める。 

 第７条第３項、第８条第５項及び第８項、第９条第２項並びに第10条第２項中「署

名押印」を「署名又は記名押印」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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   豊岡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

  審査申出書、口頭による意見陳述の調書、口述書、実地調査の調書及び議事の

調書の押印義務を廃止すること。（第４条、第７条、第８条、第９条、第10条関

係） 

 

２ 附則 

この条例は、令和３年４月１日から施行すること。 
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豊
岡
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
審
査
の
申
出
）
 

（
審
査
の
申
出
）
 

第
４
条
 
略
 

第
４
条
 
略
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
審
査
申
出
書
に
は
、
審
査
申
出
人
（
審
査
申
出
人
が
、
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は

財
団
で
あ
る
と
き
は
代
表
者
又
は
管
理
人
、
総
代
を
互
選
し
た
と
き
は
総
代
、
代
理

人
に
よ
っ
て
審
査
の
申
出
を
す
る
と
き
は
代
理
人
）
が
押
印

 
 

 
 

 
 
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
審
査
申
出
書
に
は
、
審
査
申
出
人
（
審
査
申
出
人
が
、
法
人
そ
の
他
の
社
団
又
は

財
団
で
あ
る
と
き
は
代
表
者
又
は
管
理
人
、
総
代
を
互
選
し
た
と
き
は
総
代
、
代
理

人
に
よ
っ
て
審
査
の
申
出
を
す
る
と
き
は
代
理
人
）
が
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
・
６
 
略
 

５
・
６
 
略
 

（
審
査
申
出
人
の
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
）
 

第
７
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
前
項
の
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
意
見
を
聴
い
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
押
印

 
 
 
 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
略
 

（
審
査
申
出
人
の
口
頭
に
よ
る
意
見
陳
述
）
 

第
７
条
 
略
 

２
 
略
 

３
 
前
項
の
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
意
見
を
聴
い
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
略
 

（
口
頭
審
理
）
 

（
口
頭
審
理
）
 

第
８
条
 
略
 

第
８
条
 
略
 

２
～
４
 
略
 

２
～
４
 
略
 

５
 
前
項
の
口
述
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
提
出
者
が
こ
れ
に
署
名
押

印
 
 
 
 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
前
項
の
口
述
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
提
出
者
が
こ
れ
に
署
名
又

は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
略
 

⑴
～
⑶
 
略
 

６
・
７
 
略
 

６
・
７
 
略
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８
 
前
項
の
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
審
理
を
行
っ
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
押
印

 
 
 
 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑸
 
略
 

８
 
前
項
の
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
審
理
を
行
っ
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑸
 
略
 

（
実
地
調
査
に
つ
い
て
の
調
書
）
 

第
９
条
 
略
 

２
 
前
項
の
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
調
査
を
行
っ
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
押
印

 
 
 
 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑷
 
略
 

（
実
地
調
査
に
つ
い
て
の
調
書
）
 

第
９
条
 
略
 

２
 
前
項
の
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
調
査
を
行
っ
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑷
 
略
 

（
議
事
に
つ
い
て
の
調
書
）
 

第
10
条
 
略
 

２
 
前
項
の
調
書
に
は
､次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
､議

事
に
関
与
し
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
押
印

 
 
 
 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑷
 
略
 

（
議
事
に
つ
い
て
の
調
書
）
 

第
10
条
 
略
 

２
 
前
項
の
調
書
に
は
､
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
､
議
事
に
関
与
し
た
委
員
及
び

調
書
を
作
成
し
た
書
記
が
こ
れ
に
署
名
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑷
 
略
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第13号議案 

 

豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例制定について 

 

豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例を次のように定める。 

 

令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 生涯学習サロンを新設するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 市民に生涯学習の機会及び交流の場を提供することにより、生涯学習を推

進し、もって生涯学習の振興に寄与するため、豊岡市立生涯学習サロン（以下「生

涯学習サロン」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 生涯学習サロンの施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

生涯学習サロン本館 豊岡市大手町４番５号 

屋外交流広場 豊岡市千代田町109番３ 

 （事業） 

第３条 生涯学習サロンは、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事

業を行う。 

 ⑴ 生涯学習の推進に関すること。 

⑵ 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関すること。 

 ⑶ 生涯学習を推進する人材の育成に関すること。 

 ⑷ 生涯学習サロンの施設（附属設備を含む。以下同じ。）を使用させること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、第１条に規定する目的を達成するために必要な

事業 

２ 市長は、生涯学習サロンの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおい

て、その目的以外の目的のために使用させることができる。 

（職員） 

第４条 生涯学習サロンに、館長その他職員を置く。 

 （休館日） 

第５条 生涯学習サロンの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特に

必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることが

できる。 

⑴ 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

第３条の休日に当たるときは、その翌日（当該翌日が当該休日に当たるときは、

その翌々日）とする。 

⑵ 12月29日から翌年の１月３日まで 

（開館時間） 
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第６条 生涯学習サロンの開館時間は、午前９時から午後10時までとする。ただし、

市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。 

 （使用の許可） 

第７条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。ただし、生涯学習サロンの施設のうち屋外交流広場を公衆の休息の場と

して一時的に使用しようとする者その他市長が適当と認めるものについては、こ

の限りでない。 

２ 市長は、前項の許可に生涯学習サロンの管理上必要な条件を付し、又はこれを

変更することができる。 

 （許可の基準） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の許可をして

はならない。 

 ⑴ 生涯学習サロンの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認

めるとき。 

 ⑵ 生涯学習サロンの使用が建物、器具、備品等（以下「建物等」という。）を汚

損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２

条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用する

と認めるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。 

２ 市長は、生涯学習サロンの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条

第１項の許可をしないことができる。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第９条 第７条第１項の規定により生涯学習サロンの使用の許可を受けた者（以下

「使用者」という。）は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 （特別の設備の設置等） 

第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設

の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。 

２ 第７条第２項及び第８条の規定は、前項の許可について準用する。 

 （許可の取消し等） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施

設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。 

⑴ 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示

に違反したとき。 

 ⑵ 使用者が、許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。 

 ⑶ 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。 
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 ⑷ 使用者が、詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。 

 ⑸ 第８条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

２ 市長は、生涯学習サロンの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、

使用者に対し、前項の規定による処分をすることができる。 

 （使用料の徴収） 

第12条 市長は、第７条第１項本文の許可を受けてする施設の使用につき、使用者

から、別表に定める使用料を徴収する。 

２ 使用料は、第７条第１項本文の使用を許可するときに、一括して徴収するもの

とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限

を別に指定することができる。 

 （使用料の減免） 

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減

額し、又は免除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第14条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第11条第２項の規定に

より市長が生涯学習サロンの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして

同条第１項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認める

ときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。 

 （入館及び入場の制限等） 

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、生涯学習サロンの施設

への入館若しくは入場を拒絶し、又は生涯学習サロンからの退館若しくは退場を

命ずることができる。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者 

 ⑵ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物

の類を携帯する者 

 ⑶ 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者 

⑷ 屋外交流広場を第７条第１項本文の許可を受けた者が使用する場合は、同項

ただし書の規定により使用しているもの 

 ⑸ 前各号に掲げる者のほか、生涯学習サロンの管理上必要な指示に従わない者 

 （行為の禁止） 

第16条 何人も、生涯学習サロン内において、生涯学習サロンの管理上支障がある

行為をしてはならない。 

 （立入り等） 

第17条 市長は、生涯学習サロンの管理上必要があると認めるときは、許可をした

場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な事項を指示することができる。 

（原状回復の義務） 
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第18条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第７条第１項の許可を取り消

されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。 

２ 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置

を採るべきことを命ずることができる。 

３ 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回

復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。 

 （損害の賠償等） 

第19条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又

はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認

めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。 

 （指定管理者による管理） 

第20条 市長は、生涯学習サロンの管理運営上必要があると認めるときは、指定管

理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。）に生涯学習サロンの管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合の当該指

定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第３条第１項各号に掲げる事業に係る業務 

 ⑵ 生涯学習サロンの使用及びその制限に関する業務 

 ⑶ 生涯学習サロンの維持管理に関する業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合におい

て、第５条から第８条まで、第10条第１項、第11条、第15条、第17条並びに第18

条第２項及び第３項の規定の適用については、第５条及び第６条中「市長は、特

に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認

めるときは市長の承認を得て」と、第７条、第８条、第10条第１項、第11条、第

15条、第17条並びに第18条第２項及び第３項中「市長」とあるのは「指定管理者」

とする。 

４ 第１項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合におい

ては、第４条の規定は適用しない。 

 （利用料金） 

第21条 前条第１項の規定により指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場

合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に生涯学習サロンの使用に

係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させること

ができる。 

２ 第12条から第14条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定

管理者に収受させる場合においては、別表に掲げる施設の使用者は、同表に定め
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る額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用

料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、

規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減

額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の

規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とす

る。 

４ 市長は、第２項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示する

ものとする。 

（委任） 

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 

別表（第７条、第12条、第21条関係） 

施 設 使 用 料 

午前９時から 

午後零時まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午後６時から 

午後10時まで 

生涯学習

サロン本 

館 

教室Ａ 2,100円 2,700円 3,000円 

教室Ｂ 2,000円 2,600円 2,900円 

木彫室Ａ 1,600円 2,100円 2,300円 

木彫室Ｂ 700円 900円 1,000円 

陶芸室 2,600円 3,500円 3,900円 

展示ギャラリー 1,400円 1,800円 2,200円 

共同使用 １人１時間につき 200円 

屋外交流広場 2,000円 2,500円 2,700円 

附属設備 規則で定める額 

備考 

１ 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれ

ぞれの額の３倍に相当する額とする。 

２ 使用料の算定において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。 

３ 「共同使用」とは、生涯学習サロン本館の施設を使用しようとする者が、当

該施設を占用で使用する者がいない場合において、他の者と当該施設を共同し

て利用することが可能な状態の使用をいう。 
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豊岡市立生涯学習サロンの設置及び管理に関する条例案要綱 

 

１ 設置 

 生涯学習の機会及び交流の場を提供することにより、生涯学習を推進し、もっ

て生涯学習の振興に寄与するため、豊岡市立生涯学習サロン（以下「生涯学習サ

ロン」という。）を設置すること。（第１条関係） 

２ 位置  

  生涯学習サロンの位置は、生涯学習サロン本館を豊岡市大手町４番５号とし、

屋外交流広場を豊岡市千代田町109番３とすること。（第２条関係） 

３ 事業 

  生涯学習サロンは、生涯学習の推進、生涯学習に係る情報の収集及び提供、生

涯学習を推進する人材の育成等に関する事業を行うこと。（第３条関係） 

４ 職員 

  館長その他職員を置くこと。（第４条関係） 

５ 休館日 

生涯学習サロンの休館日は、火曜日及び12月29日から翌年の１月３日までとす

ること。（第５条関係） 

６ 開館時間 

  生涯学習サロンの開館時間は、午前９時から午後10時までとする。（第６条関係） 

７ 使用の許可 

  生涯学習サロンの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければな

らないこと。（第７条関係） 

８ 許可の基準 

  市長は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき等は、使

用の許可をしてはならないこと。（第８条関係） 

９ 使用権の譲渡等の禁止 

生涯学習サロンの使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸して

はならないこと。（第９条関係） 

10 特別の設備の設置等 

 使用者は、生涯学習サロンに特別の設備や器具を設置しようとするとき等は、

市長の許可を受けなければならないこと。（第10条関係） 

11 許可の取消し等 

市長は、使用者が条例に違反したとき等においては、許可の取消し等ができる

こと。（第11条関係） 

12 使用料の徴収 

  市長は、生涯学習サロンの使用者から、使用料を徴収すること。（第12条、別表
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関係） 

13 使用料の減免 

市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができること。（第13条関係） 

14 使用料の不還付 

生涯学習サロンの管理上又は公益上やむを得ない必要等が生じたと認めるとき

以外は、既に納めた使用料は還付しないこと。（第14条関係） 

15 入館及び入場の制限等 

市長は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者等に対し、生涯学習

サロンの入館若しくは入場を拒絶し、又は生涯学習サロンからの退館若しくは退

場を命ずることができること。（第15条関係） 

16 行為の禁止等 

何人も、生涯学習サロン内で管理上支障がある行為をしてはならず、市長は、

必要があると認めるときは、許可をした場所に立入り等を行うことができること。

（第16条、第17条関係） 

17 原状回復の義務 

使用者は、生涯学習サロンの使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復

しなければならないこと。（第18条関係） 

18 損害の賠償 

建物等を汚損等した者は、損害を賠償しなければならないこと。（第19条関係） 

19 指定管理者による管理 

市長は、生涯学習サロンの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者

に生涯学習サロンの管理を行わせることができることとし、その際に必要な規定

の読替え等について定めること。（第20条関係） 

20 利用料金 

指定管理者に生涯学習サロンの管理を行わせる場合において、市長が適当と認

めるときは、指定管理者に使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる

ことができることとし、その際に必要な規定の読替え等について定めること。（第

21条関係） 

21 委任 

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めること。（第22条関係） 

22 附則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行すること。 
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第14号議案 

 

豊岡市社会教育委員に関する条例を廃止する条例制定について 

 

豊岡市社会教育委員に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

                       豊岡市長 中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

社会教育委員を廃止するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市社会教育委員に関する条例を廃止する条例 

 

豊岡市社会教育委員に関する条例（平成17年豊岡市条例第167号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和３年６月１日から施行する。 
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第15号議案 

 

   豊岡市国民健康保険条例及び豊岡市国民健康保険税条例の一部を改正 

する条例制定について 

 

豊岡市国民健康保険条例及び豊岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

 

令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、当該法を引用して定義する

新型コロナウイルス感染症の規定を改めるため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市国民健康保険条例及び豊岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例 

 

 （豊岡市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 豊岡市国民健康保険条例（平成17年豊岡市条例第100号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第５項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイル

ス感染症」という。）」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウ

イルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関

に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であ

る感染症をいう。以下同じ。）」に改める。 

 （豊岡市国民健康保険税条例の一部改正） 

第２条 豊岡市国民健康保険税条例（平成17年豊岡市条例第101号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則第16項第１号中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第

31号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号におい

て「新型コロナウイルス感染症」という。）」を「新型コロナウイルス感染症（病

原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共

和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告さ

れたものに限る。）である感染症をいう。次号において同じ。）」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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   豊岡市国民健康保険条例及び豊岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例案要綱 

 

１ 改正の内容 

  次に掲げる条例の新型コロナウイルス感染症に係る定義を改めること。 

⑴ 豊岡市国民健康保険条例（第１条関係） 

⑵ 豊岡市国民健康保険税条例（第２条関係） 

 

２ 附則 

  この条例は、公布の日から施行すること。 
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与
等
を
い
い
、
賞
与
（
健
康
保
険
法
第
３
条
第
６
項
に
規
定
す
る
賞
与
を
い
う
。
）

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
払
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
療
養
の
た
め
労
務
に

服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ

ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
２
年
１
月
に
、
中
華
人
民

共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が

新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

感
染
し
た
と
き
又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
当
該
感
染
症
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
と

き
に
限
る
。
）
は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
で
あ
っ

て
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
日
を
経
過

し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
の
う
ち
労
務
に
就
く
こ
と
を

予
定
し
て
い
た
日
に
つ
い
て
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
す
る
。

 

６
・
７
 
略
 

６
・
７
 
略
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豊
岡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場

合
等
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場

合
等
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
）
 

16
 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限
（
第
14
条
、

第
18
条
又
は
第

19
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
別
徴
収
対

象
年
金
給
付
の
支
払
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
国

民
健
康
保
険
税
（
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
法
第
９
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
令
和
２
年
２
月
１
日
以
降

に
納
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
税
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
が
被
保

険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

1
4日

以
内
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
同
年
２
月

１
日
前
に
納
期
限
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
第

23
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
に
対
し
、

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

16
 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月
3
1日

ま
で
の
間
に
納
期
限
（
第
1
4条

、

第
18
条
又
は
第

19
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
別
徴
収
対

象
年
金
給
付
の
支
払
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
国

民
健
康
保
険
税
（
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

1
4
日
以
内
に
法
第
９
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
令
和
２
年
２
月
１
日
以
降

に
納
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
税
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
が
被
保

険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

1
4日

以
内
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
同
年
２
月

１
日
前
に
納
期
限
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
第

23
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯
に
対
し
、

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

24
年
法
律
第

31
号
）
附

則
第
１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
次
号
に

お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 に

よ
り
、
世

帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
 

⑴
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
２
年
１
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機

関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
世

帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
 

⑵
 
略
 

⑵
 
略
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第16号議案 

 

豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

地方自治法に基づく認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないものに対

し、法人の市民税の課税免除をするため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市市税条例の一部を改正する条例 

 

豊岡市市税条例（平成17年豊岡市条例第58号）の一部を次のように改正する。 

第24条の次に次の１条を加える。 

（法人の市民税の課税免除） 

第24条の２ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の認可を受けた

地縁による団体で収益事業を行わないものに対しては、市民税を課さない。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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豊岡市市税条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

地方自治法に基づく認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないものに

対し、法人の市民税の課税免除をすること。（第24条の２関係） 

 

２ 附則 

この条例は、令和３年４月１日から施行すること。 
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豊
岡
市
市
税
条
例
新
旧
対
照
表

 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

 
（
法
人
の
市
民
税
の
課
税
免
除
）
 

 
第
24
条
の
２
 
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第

6
7号

）
第

2
6
0条

の
２
第
１
項
の
認

可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
で
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
も
の
に
対
し
て
は
、
市

民
税
を
課
さ
な
い
。
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第17号議案 

 

   豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 令和３年度から令和５年度までの介護保険事業の保険料率を定めるため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市介護保険条例（平成17年豊岡市条例第103号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に、「それぞれ」を「、」に改め、同項第２号中「51,660円」を「55,350円」

に改め、同項第７号中「92,250円」を「95,940円」に改め、同条第２項中「平成30

年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、同条第３

項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に、

「190万円」を「210万円」に改め、同条第４項中「平成30年度から令和２年度まで」

を「令和３年度から令和５年度まで」に、「400万円」を「410万円」に改め、同条第

５項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に、

「600万円」を「610万円」に改め、同条第６項中「令和２年度」を「令和３年度か

ら令和５年度までの各年度」に改め、同条第７項中「令和２年度」を「令和３年度

から令和５年度までの各年度」に、「33,210円」を「36,900円」に改め、同条第８項

中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に改める。 

附則第５条第１号中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31

号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において「新

型コロナウイルス感染症」という。）」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限

る。）である感染症をいう。次号において同じ。）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第５条第１号の改

正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の豊岡市介護保険条例の規定は、令和３年度以後の年度

分の保険料率について適用し、令和２年度分までの保険料率については、なお従

前の例による。 
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   豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

 ⑴ 令和３年度から令和５年度までにおける第１号被保険者の各段階の保険料率

に関し、次に掲げる区分の保険料率等を見直すこと。（第３条関係） 

  ア 第２段階に区分する介護保険法施行令（以下「令」という。）第39条第１項

第２号に掲げる者の保険料の額を51,660円から55,350円に、保険料の減額賦

課額を33,210円から36,900円に、それぞれ3,690円を引き上げること。 

  イ 第７段階に区分する令第39条第１項第７号に掲げる者の保険料の額を

92,250円から95,940円に3,690円を引き上げ、同段階に区分するための基準所

得金額を190万円未満から210万円未満に20万円を引き上げること。 

  ウ 第８段階に区分するための基準所得金額を400万円未満から410万円未満に

10万円を引き上げること。 

  エ 第９段階に区分するための基準所得金額を600万未満から610万円未満に10

万円を引き上げること。 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症に係る定義を改めること。（附則第５条関係） 

 

２ 附則 

 ⑴ この条例は、令和３年４月１日から施行すること。ただし、附則第５条の改

正規定は、公布の日から施行すること。（改正条例附則第１項関係） 

 ⑵ この条例による改正後の条例の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料率

について適用し、令和２年度分までの保険料率については、なお従前の例によ

ること。（改正条例附則第２項関係） 
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豊
岡
市
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
保
険
料
率
）
 

（
保
険
料
率
）
 

第
３
条

 
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
（
法
第
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
３
条

 
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
（
法
第
９
条
第
１
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
 
 
 
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

⑴
 
略
 

⑴
 
略
 

⑵
 
令
第
39
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者

 
51
,6
60
円
 

⑵
 
令
第
39
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者

 
5
5
,
35
0円

 

⑶
～
⑹
 
略
 

⑶
～
⑹
 
略
 

⑺
 
令
第
39
条
第
１
項
第
７
号
に
掲
げ
る
者

 
92
,2
50
円
 

⑺
 
令
第
39
条
第
１
項
第
７
号
に
掲
げ
る
者

 
9
5
,
94
0円

 

⑻
～
⑽
 
略
 

⑻
～
⑽
 
略
 

２
 
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
６
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
12
0万

円
と
す
る
。
 

２
 
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
６
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
12
0万

円
と
す
る
。
 

３
 
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
７
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
19
0万

円
と
す
る
。
 

３
 
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
７
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
21
0万

円
と
す
る
。
 

４
 
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
８
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
40
0万

円
と
す
る
。
 

４
 
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
８
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
41
0万

円
と
す
る
。
 

５
 
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
９
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
60
0万

円
と
す
る
。
 

５
 
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
令
第

39
条
第
１
項
第
９
号
イ
の
市
の
定

め
る
額
は
、
61
0万

円
と
す
る
。
 

６
 
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課

に
係
る
令
和
２
年
度

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
22
,1
40
円
と
す
る
。
 

６
 
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課

に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、

同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

2
2
,
14
0円

と
す
る
。
 

７
 
前
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保

７
 
前
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
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険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令
和
２
年
度

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
に
お
け

る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
22
,1
40
円
」

と
あ
る
の
は
、
「
33
,2
10
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け

る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「

2
2,
1
4
0円

」

と
あ
る
の
は
、
「
3
6
,
90
0円

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

８
 
第
６
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の

保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令
和
２
年
度

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
に
お

け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
項
中
「
22
,1
40

円
」
と
あ
る
の
は
、
「
51
,6
60
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

８
 
第
６
項
の
規
定
は
、
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の

保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お

け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
６
項
中
「

2
2,
1
4
0

円
」
と
あ
る
の
は
、
「
5
1
,
66
0円

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場

合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
減
免
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場

合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
減
免
）
 

第
５
条

 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限

(
法

第
13
1
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第

13
5
条
第
６
項
に
規

定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日

)が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
険
料

(第
１

号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
法
第

12
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
令
和
２
年
２
月
１
日
以
降
に
納
期
限
が
定

め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
が
第
１
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取

得
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
同
年
２
月
１
日
前
に
納
期
限

が
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
)の

減
免
に
つ
い
て
は
、
第
９
条
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
保
険
料
を

減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
５
条

 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
納
期
限

(
法

第
13
1
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第

1
35
条
第
６
項
に
規

定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日

)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
険
料

(第
１

号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

1
4
日
以
内
に
法
第

1
2条

第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
令
和
２
年
２
月
１
日
以
降
に
納
期
限
が
定

め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
が
第
１
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取

得
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
同
年
２
月
１
日
前
に
納
期
限

が
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
)
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
第
９
条
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
保
険
料
を

減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
24
年
法
律
第
31
号
）
附
則

第
１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
次
号
に
お

い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
よ
り
、
第
１

号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
死
亡
し
、
又

⑴
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
２
年
１
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関

に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
第
１

号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
死
亡
し
、
又
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は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
こ
と
。
 

は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
こ
と
。
 

⑵
 
略
 

⑵
 
略
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第18号議案 

 

豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例制定について 

 

豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

厚生労働省令で定める介護保険事業に関する基準の改正に伴い、介護事業者の提

供するサービスの評価方法に係る読み替えて定める基準の規定を見直すため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例（平成24年豊岡市条例第59号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表中「評価を１年に１回行い」を「評価を１年に１回以上行い」

に、「外部の者による評価を受けて」を「次に掲げるいずれかの評価を受けて」に、

「１回行うとともに、外部の者による評価を１年に１回(市長が定める要件に該当

する場合は、２年に１回)受けて」を「１回以上行うとともに、次に掲げるいずれか

の評価を１年に１回以上受けて」に改める。 

第５条第１項の表中「評価を１年に１回行い」を「評価を１年に１回以上行い」

に、「外部の者による評価を受けて」を「次に掲げるいずれかの評価を受けて」に、

「１回行うとともに、外部の者による評価を１年に１回(市長が定める要件に該当

する場合は、２年に１回)受けて」を「１回以上行うとともに、次に掲げるいずれか

の評価を１年に１回以上受けて」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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豊岡市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

案要綱 

 

１ 改正の内容 

  介護事業者の提供するサービスの評価方法について、厚生労働省令で定める基

準の改正により、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活

介護は、外部の者による評価又は運営推進会議における評価の選択が可能となる

ため、評価に関する読み替えて定める基準の規定を見直すこと。（第２条、第５

条関係） 

 

２ 附則 

この条例は、令和３年４月１日から施行すること。 

-174-



豊
岡
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
）
 

 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
）
 

第
２
条

 
法
第

78
条
の
２
の
２
第
１
項
各
号
並
び
に
第

78
条
の
４
第
１
項
及
び
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
次
項
及
び
第
３
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
平
成

1
8年

厚
生
労
働
省
令
第

3
4号

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
２
条

 
法
第

78
条
の
２
の
２
第
１
項
各
号
並
び
に
第

7
8条

の
４
第
１
項
及
び
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、
次
項
及
び
第
３
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
平
成

1
8年

厚
生
労
働
省
令
第

3
4号

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

省
令
第
３
条
の

40
第
２

項
、
第
17
条
第
２
項
、
第

36
条
第
２
項
、
第

40
条
の

15
第
２
項
、
第

60
条
第
２

項
、
第
87
条
第
２
項
、
第

10
7
条
第
２
項
、
第
12
8条

第
２
項
、
第

15
6
条
第
２

項
及
び
第

18
1条

第
２
項
  

略
 

 
略
 

省
令
第
３
条
の

21
第
２

項
、
第
９
条
第
２
項
、
第

25
条
第
２
項
、
第

50
条
第

２
項
、
第

72
条
第
２
項
、

第
11
8条

第
７
項
、
第
13
7

条
第
７
項
及
び
第

17
6
条

評
価
を
行
い
 

評
価
を
１
年
に
１
回
行
い
 

省
令
第
３
条
の

40
第
２

項
、
第
17
条
第
２
項
、
第

36
条
第
２
項
、
第

40
条
の

15
第
２
項
、
第

60
条
第
２

項
、
第
87
条
第
２
項
、
第

10
7
条
第
２
項
、
第
12

8条

第
２
項
、
第

15
6
条
第
２

項
及
び
第

18
1条

第
２
項
  

略
 

 
略
 

省
令
第
３
条
の

21
第
２

項
、
第
９
条
第
２
項
、
第

25
条
第
２
項
、
第

50
条
第

２
項
、
第

72
条
第
２
項
、

第
11
8条

第
７
項
、
第
1
37

条
第
７
項
及
び
第

17
6
条

評
価
を
行
い
 

評
価
を
１
年
に
１
回
以
上
行

い
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第
２
項
 

省
令
第
97
条
第
８
項
 

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定

期
的

に
外

部
の

者
に

よ
る

評
価
を
受
け
て
 

評
価
を
１
年
に
１
回
行
う
と

と
も
に
、
外
部
の
者
に
よ
る

評
価
を
１
年
に
１
回
（
市
長

が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

場
合
は
、
２
年
に
１
回
）
受
け

て
 

省
令
第
83
条
第
１
項
、
第

10
5
条
第
１
項
、
第
12
7条

第
１
項
及
び
第

15
2
条
第

１
項
 

 
略
 

 
略
 

省
令
第

13
2
条
第
１
項
第

１
号
イ
 

 
略
 

 
略
 

 

第
２
項
 

省
令
第
97
条
第
8項

 
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定

期
的

に
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か
の
評
価
を
受
け
て
 

評
価
を
１
年
に
１
回
以
上
行

う
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
評
価
を
１
年
に

１
回
以
上
受
け
て
 

  

省
令
第
83
条
第
１
項
、
第

10
5
条
第
１
項
、
第
12

7条

第
１
項
及
び
第

15
2
条
第

１
項
 

 
略
 

 
略
 

省
令
第

13
2
条
第
１
項
第

１
号
イ
 

 
略
 

 
略
 

 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

 
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
）
 

 
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
基
準
）
 

第
５
条

 
法
第

1
1
5
条
の

1
4
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
基

準
は
、
次
項
及
び
第
３
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平

成
18
年
厚
生
労
働
省
令
第
36
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
左

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
５
条

 
法
第

1
1
5
条
の

1
4
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
で
定
め
る
基

準
は
、
次
項
及
び
第
３
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平

成
18
年
厚
生
労
働
省
令
第
3
6号

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に

定
め
る
基
準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
左

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

省
令
第
40
条
第
２
項
、
第

6
3
条
第
２
項
及
び
第

8
4
 
略
 

 
略
 

省
令
第
40
条
第
２
項
、
第

6
3
条
第
２
項
及
び
第

8
4
 
略
 

 
略
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条
第
２
項
 

省
令
第

4
1
条
第
２
項
及

び
第

65
条
第
２
項
 

評
価
を
行
い
 

評
価
を
１
年
に
１
回
行
い
 

省
令
第
86
条
第
２
項
 

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定

期
的

に
外

部
の

者
に

よ
る

評
価
を
受
け
て
 

評
価
を
１
年
に
１
回
行
う
と

と
も
に
、
外
部
の
者
に
よ
る

評
価
を
１
年
に
１
回
（
市
長

が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

場
合
は
、
２
年
に
１
回
）
受
け

て
 

省
令
第

5
9
条
第
１
項
及

び
第

82
条
第
１
項
 

 
略
 

 
略
 

 

条
第
２
項
 

省
令
第

4
1
条
第
２
項
及

び
第

65
条
第
２
項
 

評
価
を
行
い
 

評
価
を
１
年
に
１
回
以
上
行

い
 

省
令
第
86
条
第
２
項
 

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定

期
的

に
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か
の
評
価
を
受
け
て
 

評
価
を
１
年
に
１
回
以
上
行

う
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
評
価
を
１
年
に

１
回
以
上
受
け
て
 

  

省
令
第

5
9
条
第
１
項
及

び
第

82
条
第
１
項
 

 
略
 

 
略
 

 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
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第19号議案 

 

   豊岡市温泉供給条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市温泉供給条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

出石温泉の温泉スタンドによる温泉供給の廃止をするため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市温泉供給条例の一部を改正する条例 

 

豊岡市温泉供給条例（平成18年豊岡市条例第54号）の一部を次のように改正する。 

      「 

 

 別表第２中                                

 

                                    」 

 「 

を                                に改める。 

                                」 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

出石温泉 温泉配湯管によるもの 営業用 １m3当たり630円 

公益用 １m3当たり310円 

温泉スタンドによるもの 20ｌ当たり10円 

 

出石温泉 温泉配湯管によるもの 営業用 １m3当たり630円 

公益用 １m3当たり310円 
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   豊岡市温泉供給条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

  出石温泉の温泉スタンドによる温泉供給の廃止をすること。（別表第２関係） 

 

２ 附則 

  この条例は、公布の日から施行すること。 

 

-182-



豊
岡
市
温
泉
供
給
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）
 

泉
源
 

供
給
種
別
 

料
金
 

竹
野
温
泉
 

 
略
 

 
略
 

神
鍋
温
泉
 

 
略
 

 
略
 

出
石
温
泉
 

温
泉
配
湯
管
に
よ
る
も
の
 

営
業
用
 
１

m3
当
た
り
63
0円

 

公
益
用
 
１

m3
当
た
り
31
0円

 

温
泉
ス
タ
ン
ド
に
よ
る
も
の
 
20
ｌ
当
た
り
10
円
 

シ
ル
ク
温
泉
 

 
略
 

 
略
 

 

 
 
泉
源
 
 
 
 

供
給
種
別
 

料
金
 

竹
野
温
泉
 

 
略
 

 
略
 

神
鍋
温
泉
 

 
略
 

 
略
 

出
石
温
泉
 

温
泉
配
湯
管
に
よ
る
も
の
 
営
業
用
 
１
m3
当
た
り
63
0円

 

公
益
用
 
１
m3
当
た
り
31
0円

 

シ
ル
ク
温
泉
 

 
略
 

 
略
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第20号議案 

 

   豊岡市環境審議会条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市環境審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 審議会の庶務をコウノトリ共生部から市民生活部に変更するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市環境審議会条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市環境審議会条例（平成18年豊岡市条例第42号）の一部を次のように改正す

る。 

 第９条中「コウノトリ共生部」を「市民生活部」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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   豊岡市環境審議会条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

審議会の庶務をコウノトリ共生部から市民生活部に変更すること。（第９条関

係） 

 

２ 附則 

この条例は、令和３年４月１日から施行すること。 
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豊
岡
市
環
境
審
議
会
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
庶
務
）
 

（
庶
務
）
 

第
９
条
 
審
議
会
の
庶
務
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
共
生
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

第
９
条
 
審
議
会
の
庶
務
は
、
市
民
生
活
部
 
 
 
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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第21号議案 

 

豊岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部 

を改正する条例制定について 

 

 豊岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

建築物の用途を制限する地域に城崎自然環境保全地域及び城崎田園居住環境保全

地域を加え、それぞれに建築してはならない建築物を定めるため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部を改正

する条例 

 

豊岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例（平成25年豊岡市

条例第11号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「別表第２（り）項第３号（13）若しくは（13の２）」を「別表第２（ぬ）

項第３号（13）若しくは（13の２）」に、「同表（ぬ）項第１号（21）」を「同表（る）

項第１号（21）」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

特定用途制限地域 建築してはならない建築物 

日高田園居住環境保全地域 法別表第２（ほ）項に掲げるもの 

城崎自然環境保全地域 法別表第２（に）項に掲げるもの 

城崎田園居住環境保全地域 法別表第２（ほ）項に掲げるもの 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月12日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、公

布の日から施行する。 
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豊岡市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部を改正

する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

 ⑴ 建築基準法の改正により引用する規定を改めること。（第８条関係） 

 ⑵ 建築物の用途の制限を定める別表について、次に掲げる特定用途制限地域を

加え、それぞれに建築してはならない建築物を定めること。（別表関係） 

  ア 城崎自然環境保全地域 建築基準法の規定による第２種中高層住宅専用地

域内に建築してはならない建築物 

  イ 城崎田園居住環境保全地域 建築基準法の規定による第１種住居地域内に

建築してはならない建築物 

 

２ 附則 

  この条例は、令和３年４月 12日から施行すること。ただし、建築基準法の改正

により引用する規定の改正は、公布の日から施行すること。 
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豊
岡
市
特
定
用
途
制
限
地
域
に
お
け
る
建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
工
作
物
へ
の
準
用
）
 

（
工
作
物
へ
の
準
用
）
 

第
８
条
 
法
別
表
第
２
（
り
）
項
第
３
号
(1
3)
若
し
く
は
（
13
の
２
）
の
用
途
に
供
す

る
工
作
物
又
は
同
表
（
ぬ
）
項
第
１
号
(2
1)
の
用
途
に
供
す
る
工
作
物
（
土
木
事
業

そ
の
他
の
事
業
に
一
時
的
に
使
用
す
る
た
め
に
そ
の
事
業
中
臨
時
に
あ
る
も
の
及

び
同
表
に
掲
げ
る
も
の
で
建
築
物
の
敷
地
（
法
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第

４
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
基
準
時
に
お
け
る
敷
地

を
い
う
。
）
と
同
一
の
敷
地
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
か
ら

前
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
床
面
積
の
合
計
」
と
あ

る
の
は
、
「
築
造
面
積
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

第
８
条
 
法
別
表
第
２
（
ぬ
）
項
第
３
号
(
13
)若

し
く
は
（
13
の
２
）
の
用
途
に
供
す

る
工
作
物
又
は
同
表
（
る
）
項
第
１
号
(
2
1
)の

用
途
に
供
す
る
工
作
物
（
土
木
事
業

そ
の
他
の
事
業
に
一
時
的
に
使
用
す
る
た
め
に
そ
の
事
業
中
臨
時
に
あ
る
も
の
及

び
同
表
に
掲
げ
る
も
の
で
建
築
物
の
敷
地
（
法
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第

４
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
基
準
時
に
お
け
る
敷
地

を
い
う
。
）
と
同
一
の
敷
地
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
か
ら

前
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
床
面
積
の
合
計
」
と
あ

る
の
は
、
「
築
造
面
積
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

別
表
（
第
４
条
関
係
）
 

別
表
（
第
４
条
関
係
）
 

特
定
用
途

制
限
地
域
 

建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物

 

日
高
田
園

居
住
環
境

保
全
地
域
 １

 
事
務
所
、
店
舗
、
飲
食
店
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
、
自
動
車
教
習
所
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
も
の
で
、
そ
の
用
途
に
供
す
る
部

分
の
床
面
積
の
合
計
が

3,
00
0平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
令
第

13
0条

の
７
の
２
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
 

２
 
ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
ス
ケ
ー
ト
場
、
水
泳
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
の
う
ち
令
第

13
0条

の
６
の
２
に
定
め
る
も
の
で
、
そ
の
用
途
に

供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

3,
00
0平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
 

３
 
原
動
機
を
使
用
す
る
工
場
で
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が

50
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
 

特
定
用
途
制
限
地
域
 

建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建
築
物
 

日
高
田
園
居
住
環
境
保
全
地
域

 
法
別
表
第
２
（
ほ
）
項
に
掲
げ
る
も
の
 

城
崎
自
然
環
境
保
全
地
域
 

法
別
表
第
２
（
に
）
項
に
掲
げ
る
も
の
 

城
崎
田
園
居
住
環
境
保
全
地
域

 
法
別
表
第
２
（
ほ
）
項
に
掲
げ
る
も
の
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４
 
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
又
は
観
覧
場
 

５
 
自
動
車
車
庫
で
床
面
積
の
合
計
が

30
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
又
は
３
階
以
上
の
部
分
に
あ
る
も
の
（
建
築
物
に
附
属
す
る
も
の
で

令
第

13
0
条
の
８
で
定
め
る
も
の
又
は
都
市
計
画
と
し
て
決
定
さ
れ
た

も
の
を
除
く
。
）
 

６
 
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫
 

７
 
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
、
ぱ
ち
ん
こ
屋
、
射
的
場
、
勝
馬
投
票
券
発
売
所
、

場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
 

８
 
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
 

９
 
キ
ャ
バ
レ
ー
、
料
理
店
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
 

10
 
個
室
付
浴
場
業
に
係
る
公
衆
浴
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で

令
第

13
0条

の
９
の
２
に
定
め
る
も
の
 

11
 
次
に
掲
げ
る
事
業
（
特
殊
の
機
械
の
使
用
そ
の
他
の
特
殊
の
方
法
に

よ
る
事
業
で
あ
っ
て
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と

し
て
令
第
13
0条

の
８
の
３
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
営
む
工
場
 

(
１

)
 
容
量

10
リ
ッ
ト
ル
以
上

30
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
ア
セ
チ
レ
ン
ガ

ス
発
生
器
を
用
い
る
金
属
の
工
作
 

(２
) 

印
刷
用
イ
ン
キ
の
製
造
 

(
３

)
 
出
力
の
合
計
が

0.
75
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
原
動
機
を
使
用
す

る
塗
料
の
吹
付
 

(４
) 

原
動
機
を
使
用
す
る
魚
肉
の
練
製
品
の
製
造
 

(
５

)
 
原
動
機
を
使
用
す
る
２
台
以
下
の
研
磨
機
に
よ
る
金
属
の
乾

燥
研
磨
（
工
具
研
磨
を
除
く
。
）
 

(６
) 

コ
ル
ク
、
エ
ボ
ナ
イ
ト
若
し
く
は
合
成
樹
脂
の
粉
砕
若
し
く
は
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乾
燥
研
磨
又
は
木
材
の
粉
砕
で
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の
 

(
７

) 
厚
さ

0.
5ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
金
属
板
の
つ
ち
打
加
工
（
金

属
工
芸
品
の
製
造
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
原
動
機
を

使
用
す
る
金
属
の
プ
レ
ス
（
液
圧
プ
レ
ス
の
う
ち
矯
正
プ
レ
ス
を
使

用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
せ
ん
断
 

(８
) 

印
刷
用
平
版
の
研
磨
 

(９
) 

糖
衣
機
を
使
用
す
る
製
品
の
製
造
 

(1
0)

 
原
動
機
を
使
用
す
る
セ
メ
ン
ト
製
品
の
製
造
 

(1
1)

 
ワ
イ
ヤ
ー
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
す
る
金
属
線
の
加

工
で
出
力
の
合
計
が

0.
75
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用

す
る
も
の
 

(1
2)

 
木
材
の
引
割
若
し
く
は
か
ん
な
削
り
、
裁
縫
、
機
織
、
撚ね

ん

糸
、

組
ひ
も
、
編
物
、
製
袋
又
は
や
す
り
の
目
立
で
出
力
の
合
計
が

0.
75

キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の
 

(1
3)

 
製
針
又
は
石
材
の
引
割
で
出
力
の
合
計
が

1.
5
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を

超
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の
 

(1
4)

 
出
力
の
合
計
が

2.
5
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す

る
製
粉
 

(1
5)

 
合
成
樹
脂
の
射
出
成
形
加
工
 

(1
6)

 
出
力
の
合
計
が

10
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す

る
金
属
の
切
削
 

(1
7)

 
め
っ
き
 

(1
8)

 
原
動
機
の
出
力
の
合
計
が

1.
5
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
空
気
圧

縮
機
を
使
用
す
る
作
業
 

(1
9)

 
原
動
機
を
使
用
す
る
印
刷
 

-197-



(2
0)

 
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
マ
シ
ン
（
ロ
ー
ル
式
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使

用
す
る
金
属
の
加
工
 

(2
1)

 
タ
ン
ブ
ラ
ー
を
使
用
す
る
金
属
の
加
工
 

(2
2)

 
ゴ
ム
練
用
又
は
合
成
樹
脂
練
用
の
ロ
ー
ル
機
（
カ
レ
ン
ダ
ー
ロ

ー
ル
機
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業
 

12
 
次
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
工
場
 

(１
) 

玩
具
煙
火
の
製
造
 

(２
) 

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
を
用
い
る
金
属
の
工
作
（
ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス

発
生
器
の
容
量

30
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
溶
解
ア
セ
チ
レ
ン

ガ
ス
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
 

(３
) 

引
火
性
溶
剤
を
用
い
る
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
ド
ラ
イ
ダ
イ

イ
ン
グ
又
は
塗
料
の
加
熱
乾
燥
若
し
く
は
焼
付
（
赤
外
線
を
用
い
る

も
の
を
除
く
。
）
 

(
４

)
 
セ
ル
ロ
イ
ド
の
加
熱
加
工
又
は
機
械
の
こ
ぎ
り
を
使
用
す
る

加
工
 

(５
) 

絵
具
又
は
水
性
塗
料
の
製
造
 

(
６

)
 
出
力
の
合
計
が

0.
75
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用

す
る
塗
料
の
吹
付
 

(７
) 

亜
硫
酸
ガ
ス
を
用
い
る
物
品
の
漂
白
 

(８
) 

骨
炭
そ
の
他
動
物
質
炭
の
製
造
 

(９
) 

せ
っ
け
ん
の
製
造
 

(1
0)

 
魚
粉
、
フ
ェ
ザ
ー
ミ
ー
ル
、
肉
骨
粉
、
肉
粉
若
し
く
は
血
粉
又

は
こ
れ
ら
を
原
料
と
す
る
飼
料
の
製
造
 

(1
1)

 
手
す
き
紙
の
製
造
 

(1
2)

 
羽
又
は
毛
の
洗
浄
、
染
色
又
は
漂
白
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(1
3)

 
ぼ
ろ
、
く
ず
綿
、
く
ず
紙
、
く
ず
糸
、
く
ず
毛
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
の
消
毒
、
選
別
、
洗
浄
又
は
漂
白
 

(1
4)

 
製
綿
、
古
綿
の
再
製
、
起
毛
、
せ
ん
毛
、
反
毛
又
は
フ
ェ
ル
ト

の
製
造
で
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の
 

(1
5)

 
骨
、
角
、
き
ば
、
ひ
ず
め
若
し
く
は
貝
殻
の
引
割
若
し
く
は
乾

燥
研
磨
又
は

3
台
以
上
の
研
磨
機
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
磨
で
原
動

機
を
使
用
す
る
も
の
 

(1
6)

 
鉱
物
、
岩
石
、
土
砂
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ

ン
ク
リ
ー
ト
、
硫
黄
、
金
属
、
ガ
ラ
ス
、
れ
ん
が
、
陶
磁
器
、
骨
又

は
貝
殻
の
粉
砕
で
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の
 

(1
7)

 
レ
デ
ィ
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
製
造
又
は
セ
メ
ン
ト
の

袋
詰
で
出
力
の
合
計
が

2.
5
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用

す
る
も
の
 

(1
8)

 
墨
、
懐
炉
灰
又
は
れ
ん
炭
の
製
造
 

(1
9)

 
活
字
若
し
く
は
金
属
工
芸
品
の
鋳
造
又
は
金
属
の
溶
融
で
容

量
の
合
計
が

50
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
な
い
る
つ
ぼ
又
は
か
ま
を
使
用

す
る
も
の
（
印
刷
所
に
お
け
る
活
字
の
鋳
造
を
除
く
。
）
 

(2
0)

 
瓦
、
れ
ん
が
、
土
器
、
陶
磁
器
、
人
造
砥と

石
、
る
つ
ぼ
又
は
ほ

う
ろ
う
鉄
器
の
製
造
 

(2
1)

 
ガ
ラ
ス
の
製
造
又
は
砂
吹
 

(2
2)

 
金
属
の
溶
射
又
は
砂
吹
 

(2
3)

 
鉄
板
の
波
付
加
工
 

(2
4)

 
ド
ラ
ム
缶
の
洗
浄
又
は
再
生
 

(2
5)

 
ス
プ
リ
ン
グ
ハ
ン
マ
ー
を
使
用
す
る
金
属
の
鍛
造
 

(2
6)

 
伸
線
、
伸
管
又
は
ロ
ー
ル
を
用
い
る
金
属
の
圧
延
で
出
力
の
合
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計
が
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の
 

(2
7)

 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
上
若
し
く
は
防
火
上
の

危
険
の
度
又
は
衛
生
上
若
し
く
は
健
康
上
の
有
害
の
度
が
高
い
こ

と
に
よ
り
、
商
業
そ
の
他
の
業
務
の
利
便
を
増
進
す
る
上
で
支
障
が

あ
る
も
の
と
し
て
令
第
13
0条

の
９
の
３
で
定
め
る
事
業
 

13
 
次
に
掲
げ
る
事
業
（
特
殊
の
機
械
の
使
用
そ
の
他
の
特
殊
の
方
法
に

よ
る
事
業
で
あ
っ
て
環
境
の
悪
化
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
の
な
い
工
業

の
利
便
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
令
第

13
0条

の
９
の
４

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
営
む
工
場
 

(１
) 

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
9号

）
の
火
薬
類
（
玩
具

煙
火
を
除
く
。
）
の
製
造
 

(
２

) 
消
防
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

18
6号

）
第
２
条
第
７
項
に
規
定

す
る
危
険
物
の
製
造
 

(３
) 

マ
ッ
チ
の
製
造
 

(４
) 

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
製
品
の
製
造
 

(５
) 

ビ
ス
コ
ー
ス
製
品
、
ア
セ
テ
ー
ト
又
は
銅
ア
ン
モ
ニ
ア
レ
ー
ヨ

ン
の
製
造
 

(
６

)
 
合
成
染
料
若
し
く
は
そ
の
中
間
物
、
顔
料
又
は
塗
料
の
製
造

（
漆
又
は
水
性
塗
料
の
製
造
を
除
く
。
）
 

(７
) 

引
火
性
溶
剤
を
用
い
る
ゴ
ム
製
品
又
は
芳
香
油
の
製
造
 

(
８

)
 
乾
燥
油
又
は
引
火
性
溶
剤
を
用
い
る
擬
革
紙
布
又
は
防
水
紙

布
の
製
造
 

(９
) 

木
材
を
原
料
と
す
る
活
性
炭
の
製
造
（
水
蒸
気
法
に
よ
る
も
の

を
除
く
。
）
 

(1
0)

 
石
炭
ガ
ス
類
又
は
コ
ー
ク
ス
の
製
造
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(1
1)

 
可
燃
性
ガ
ス
の
製
造
（
令
第

13
0条

の
9の

5で
定
め
る
も
の
を

除
く
。
）
 

(1
2)

 
圧
縮
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
の
製
造
（
製
氷
又
は
冷
凍
を
目
的
と

す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

(1
3)

 
塩
素
、
臭
素
、
ヨ
ー
ド
、
硫
黄
、
塩
化
硫
黄
、
弗ふ

っ

化
水
素
酸
、

塩
酸
、
硝
酸
、
硫
酸
、
燐り

ん

酸
、
苛
性
カ
リ
、
苛
性
ソ
ー
ダ
、
ア
ン
モ

ニ
ア
水
、
炭
酸
カ
リ
、
せ
ん
た
く
ソ
ー
ダ
、
ソ
ー
ダ
灰
、
さ
ら
し
粉
、

次
硝
酸
蒼そ

う

鉛
、
亜
硫
酸
塩
類
、
チ
オ
硫
酸
塩
類
、
砒ひ

素
化
合
物
、
鉛

化
合
物
、
バ
リ
ウ
ム
化
合
物
、
銅
化
合
物
、
水
銀
化
合
物
、
シ
ヤ
ン

化
合
物
、
ク
ロ
ー
ル
ズ
ル
ホ
ン
酸
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
四
塩
化
炭
素
、

ホ
ル
マ
リ
ン
、
ズ
ル
ホ
ナ
ー
ル
、
グ
リ
セ
リ
ン
、
イ
ヒ
チ
オ
ー
ル
ズ

ル
ホ
ン
酸
ア
ン
モ
ン
、
酢
酸
、
石
炭
酸
、
安
息
香
酸
、
タ
ン
ニ
ン
酸
、

ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
、
ア
ス
ピ
リ
ン
又
は
グ
ア
ヤ
コ
ー
ル
の
製
造
 

(1
4)

 
た
ん
ぱ
く
質
の
加
水
分
解
に
よ
る
製
品
の
製
造
 

(1
5)

 
油
脂
の
採
取
、
硬
化
又
は
加
熱
加
工
（
化
粧
品
の
製
造
を
除

く
。
）
 

(1
6)

 
フ
ァ
ク
チ
ス
、
合
成
樹
脂
、
合
成
ゴ
ム
又
は
合
成
繊
維
の
製
造
 

(1
7)

 
肥
料
の
製
造
 

(1
8)

 
製
紙
（
手
す
き
紙
の
製
造
を
除
く
。
）
又
は
パ
ル
プ
の
製
造
 

(1
9)

 
製
革
、
に
か
わ
の
製
造
又
は
毛
皮
若
し
く
は
骨
の
精
製
 

(2
0)

 
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
精
製
 

(2
1)

 
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
、
木
タ
ー
ル
、
石
油
蒸
留
産

物
又
は
そ
の
残
り
か
す
を
原
料
と
す
る
製
造
 

(2
2)

 
セ
メ
ン
ト
、
石
膏こ

う

、
消
石
灰
、
生
石
灰
又
は
カ
ー
バ
イ
ド
の
製

造
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(2
3)

 
金
属
の
溶
融
又
は
精
練
（
容
量
の
合
計
が

50
リ
ッ
ト
ル
を
超
え

な
い
る
つ
ぼ
若
し
く
は
か
ま
を
使
用
す
る
も
の
又
は
活
字
若
し
く

は
金
属
工
芸
品
の
製
造
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

(2
4)

 
炭
素
粉
を
原
料
と
す
る
炭
素
製
品
若
し
く
は
黒
鉛
製
品
の
製

造
又
は
黒
鉛
の
粉
砕
 

(2
5)

 
金
属
厚
板
又
は
形
鋼
の
工
作
で
原
動
機
を
使
用
す
る
は
つ
り

作
業
（
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
び
ょ
う
打
作

業
又
は
孔
埋
作
業
を
伴
う
も
の

 

(2
6)

 
鉄
釘
類
又
は
鋼
球
の
製
造
 

(2
7)

 
伸
線
、
伸
管
又
は
ロ
ー
ル
を
用
い
る
金
属
の
圧
延
で
出
力
の
合

計
が

4キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
原
動
機
を
使
用
す
る
も
の
 

(2
8)

 
鍛
造
機
（
ス
プ
リ
ン
グ
ハ
ン
マ
ー
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
金

属
の
鍛
造
 

(2
9)

 
動
物
の
臓
器
又
は
排
泄
物
を
原
料
と
す
る
医
薬
品
の
製
造
 

(3
0)

 
石
綿
を
含
有
す
る
製
品
の
製
造
又
は
粉
砕
 

14
 
畜
舎
で
床
面
積
の
合
計
が
3,

00
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
 

15
 
第

13
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
、
第

11
号
又
は
第

12
号
の
物
品

（
以
下
「
危
険
物
」
と
い
う
。
）
の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
も
の
で

令
第

13
0
条
の
９
の
表
中
準
住
居
地
域
の
欄
に
定
め
る
数
量
（
当
該
欄

に
数
量
の
定
め
の
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
表
中
商
業
地
域
の
欄
に

定
め
る
数
量
）
を
超
え
る
危
険
物
の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供
す
る
建
築
物
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第22号議案 

 

   豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条    

   例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 椒地域ふるさと生きがいセンターの管理方法の規定について、市又は指定管理者

のいずれの管理も可能な規定の整備を行うため。 

-203-



 

-204-



豊岡市条例第   号 

    

   豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

 

豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例（平成17

年豊岡市条例第18号）の一部を次のように改正する。 

第３条の２を次のように改める。 

 （休館日） 

第３条の２ センターの休館日は、日曜日とする。ただし、市長は、特に必要があ

ると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。 

第３条の２の次に次の１条を加える。 

（開館時間） 

第３条の３ センターの開館時間は、午前９時から午後10時までとする。ただし、

市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。 

第４条第１項中「指定管理者（加工室及び調理実習室にあっては、市長。次項、

第５条、第７条第１項、第８条、第11条、第12条、第14条並びに第15条第２項及び

第３項において同じ。）」を「市長」に改め、同条第２項中「指定管理者」を「市

長」に改める。 

第５条、第７条第１項、第８条、第11条ただし書、第12条、第14条並びに第15条

第２項及び第３項中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第17条を第19条とし、第16条の次に次の２条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第17条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。

以下同じ。）にセンターの管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理

者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第３条第１項に規定する事業に係る業務 

⑵ センターの使用及びその制限に関する業務 

⑶ センターの維持管理に関する業務 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

３ 第１項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第
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３条の２から第５条まで、第７条第１項、第８条、第12条、第14条並びに第15条

第２項及び第３項の規定の適用については、第３条の２及び第３条の３中「市長

は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があ

ると認めるときは市長の承認を得て」と、第４条、第５条、第７条第１項、第８

条、第12条、第14条並びに第15条第２項及び第３項中「市長」とあるのは「指定

管理者」とする。 

（利用料金） 

第18条 前条第１項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にお

いて、市長が適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 第９条から第11条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定

管理者に収受させる場合においては、別表に掲げる施設の使用者は、同表に定め

る額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用

料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、

規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減

額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の

規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」と

する。 

４ 市長は、第２項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示する

ものとする。 

 附則第３項を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立椒地域ふるさと生きがい

センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この条例による改正後の豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設

置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

⑴ 椒地域ふるさと生きがいセンター（以下「センター」という。）の休日は、日

曜日とすること。（第３条の２関係） 

⑵ センターの開館時間は、午前９時から午後10時までとすること。（第３条の３

関係） 

⑶ センターの管理に属する使用の許可、許可の基準、許可の取消し、入館の制

限等の規定について、指定管理者による管理とする定めを、市長による管理及

び市長を指定管理者と読み替えて管理する定めに改めるために必要な規定の整

備を行うこと。（第４条、第５条、第７条、第８条、第11条、第12条、第14条、

第15条、第17条から第19条関係） 

 

２ 附則 

⑴ この条例は、令和３年４月１日から施行すること。（改正条例附則第１項関係） 

⑵ この条例の施行前に改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなすこと。（改正条例

附則第２項関係） 
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豊
岡
市
立
椒
地
域
ふ
る
さ
と
生
き
が
い
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）
 

（
休
館
日
）
 

第
３
条
の
２

 
セ
ン
タ
ー
（
加
工
室
、
調
理
実
習
室
そ
の
他
市
長
が
定
め
る
部
分
を

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
4条

の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
行
わ
せ
る
。
 

第
３
条
の
２
 
セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、
日
曜
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
は
、
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
館
日
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
の
休
館
日
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

⑴
 
前
条
第
１
項
各
号
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
業
務
 

 

⑵
 
セ
ン
タ
ー
の
使
用
及
び
そ
の
制
限
に
関
す
る
業
務
 

 

⑶
 
セ
ン
タ
ー
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
 

 

⑷
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
業
務
 

 

 
（
開
館
時
間
）
 

 
第
３
条
の
３
 
セ
ン
タ
ー
の
開
館
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
1
0時

ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
時
間
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
使
用
の
許
可
）
 

（
使
用
の
許
可
）
 

第
４
条

 
別
表
に
掲
げ
る
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
（
加
工

室
及
び
調
理
実
習
室
に
あ
っ
て
は
、
市
長
。
次
項
、
第
５
条
、
第
７
条
第
１
項
、
第

８
条
、
第
11
条
、
第
12
条
、
第
14
条
並
び
に
第

15
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
条
 
別
表
に
掲
げ
る
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
許
可
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
な
条
件
を
付
し
、

又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
前
項
の
許
可
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
な
条
件
を
付
し
、

又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
許
可
の
基
準
）
 

（
許
可
の
基
準
）
 

第
５
条

 
指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第

１
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
５
条
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第

１
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
略
 

⑴
～
⑶
 
略
 

⑷
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
が
そ
の
使
用
を
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
。
 

⑷
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長

 
 
 
 
 
 
が
そ
の
使
用
を
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
。
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
又
は
公
益
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
前
条
第
１
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
又
は
公
益
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
前
条
第
１
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
特
別
の
設
備
の
設
置
等
）
 

（
特
別
の
設
備
の
設
置
等
）
 

第
７
条
 
使
用
者
は
、
特
別
の
設
備
若
し
く
は
器
具
を
設
置
し
、
若
し
く
は
使
用
し
、

又
は
セ
ン
タ
ー
の
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
 
使
用
者
は
、
特
別
の
設
備
若
し
く
は
器
具
を
設
置
し
、
若
し
く
は
使
用
し
、

又
は
セ
ン
タ
ー
の
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
市
長
 
 
 
 
 
 
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
許
可
の
取
消
し
等
）
 

（
許
可
の
取
消
し
等
）
 

第
８
条

 
指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可
を

取
り
消
し
、
又
は
セ
ン
タ
ー
の
使
用
の
制
限
を
し
、
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
８
条
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可
を

取
り
消
し
、
又
は
セ
ン
タ
ー
の
使
用
の
制
限
を
し
、
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
～
⑸
 
略
 

⑴
～
⑸
 
略
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生

じ
た
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生

じ
た
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
使
用
料
の
不
還
付
）
 

（
使
用
料
の
不
還
付
）
 

第
11
条
 
既
に
納
め
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
８
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
管
理
者
が
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が

生
じ
た
と
し
て
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
処
分
を
し
た
と
き
、
そ
の
他
市
長
が
特

第
11
条
 
既
に
納
め
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
８
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
市
長
 
 
 
 
 
 
が
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が

生
じ
た
と
し
て
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
処
分
を
し
た
と
き
、
そ
の
他
市
長
が
特
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別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
入
館
の
制
限
等
）
 

（
入
館
の
制
限
等
）
 

第
12
条

 
指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
セ
ン

タ
ー
へ
の
入
館
を
拒
絶
し
、
又
は
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

第
12
条
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
セ
ン

タ
ー
へ
の
入
館
を
拒
絶
し
、
又
は
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

⑴
～
⑷
 
略
 

⑴
～
⑷
 
略
 

（
立
入
り
等
）
 

（
立
入
り
等
）
 

第
14
条

 
指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

許
可
を
し
た
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
を
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
14
条
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

許
可
を
し
た
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
を
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
原
状
回
復
の
義
務
）
 

（
原
状
回
復
の
義
務
）
 

第
15
条
 
略
 

第
15
条
 
略
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
使
用
者
が
前
項
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
原
状

回
復
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
 
 
 
 
 
 
は
、
使
用
者
が
前
項
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
原
状

回
復
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
が
指
定
管
理
者
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
、

指
定
管
理
者
は
、
原
状
回
復
に
必
要
な
費
用
を
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
も
の
と
す

る
。
 

３
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
が
市
長
 
 
 
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
、

市
長

 
 
 
は
、
原
状
回
復
に
必
要
な
費
用
を
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

 

 
第
17
条
 
市
長
は
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定

管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2年

法
律
第

6
7号

）
第

2
44
条
の
２
第
３
項
に
規
定

す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

 
２

 
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
当

-210-



該
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
⑴

 
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
業
務
 

 
⑵

 
セ
ン
タ
ー
の
使
用
及
び
そ
の
制
限
に
関
す
る
業
務
 

 
⑶

 
セ
ン
タ
ー
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
 

 
⑷

 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
業
務
 

 
３

 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に

お
い
て
、
第
３
条
の
２
か
ら
第
５
条
ま
で
、
第
７
条
第
１
項
、
第
８
条
、
第
1
2条

、

第
14
条
並
び
に
第

1
5
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
３

条
の
２
及
び
第
３
条
の
３
中
「
市
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と

あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
市
長
の
承
認

を
得
て
」
と
、
第
４
条
、
第
５
条
、
第
７
条
第
１
項
、
第
８
条
、
第

1
2条

、
第

1
4条

並
び
に
第

15
条
第
２
項
及
び
第
３
項
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と

す
る
。
 

 
（
利
用
料
金
）
 

 
第

18
条

 
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ

る
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
に
セ
ン
タ
ー

の
使
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と

し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
２
 
第
９
条
か
ら
第

1
1条

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用

料
金
を
指
定
管
理
者
に
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
に
掲
げ
る
施
設
の

使
用
者
は
、
同
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
承
認
を

得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
額
の
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
の
ほ

か
、
市
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
若
し
く
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は
免
除
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
３

 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
い

て
、
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
利

用
料
金
の
限
度
額
」
と
す
る
。

 

 
４

 
市
長
は
、
第
２
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
利
用
料
金
の
額

を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
17
条
 
略
 

第
19
条
 
略
 

附
 
則
 

附
 
則
 

１
・
２
 
略
 

１
・
２
 
略
 

（
指
定
管
理
者
不
在
等
期
間
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
業
務
）
 

３
 
市
長
が
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
業
務
の
停
止
を
命
じ
た

場
合
は
、
そ
の
時
か
ら
そ
の
直
後
に
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止
の

期
間
が
満
了
す
る
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
４
条
、
第
５
条
、
第
７
条
第
１
項
、
第

８
条
、
第
11
条
、
第
12
条
、
第
14
条
並
び
に
第

15
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
指
定
管
理
者
（
加
工
室
及
び
調
理
実
習
室

に
あ
っ
て
は
、
市
長
。
次
項
、
第
５
条
、
第
７
条
第
１
項
、
第
８
条
、
第

11
条
、
第

1
2条

、
第

1
4条

並
び
に
第

1
5条

第
２
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

り
、
第
４
条
第
２
項
、
第
５
条
、
第
７
条
第
１
項
、
第
８
条
、
第
11
条
た
だ
し
書
、

第
12
条
、
第
14
条
並
び
に
第
15
条
第
２
項
及
び
第
３
項
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る

の
は
「
市
長
」
と
す
る
。
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第23号議案 

                                      

   豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

制定について 

 

 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 集会施設の９施設を廃止するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例（平成17年豊岡市条例第15号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

１ 豊岡市立阿金谷地区農林漁家婦人活動施設 豊岡市竹野町阿金谷230番地の１ 

２ 豊岡市立頃垣活性化センター 豊岡市日高町頃垣592番地 

３ 豊岡市立竹貫区コミュニティセンター 豊岡市日高町竹貫313番地 

４ 豊岡市立室見会館 豊岡市出石町細見845番地 

５ 豊岡市立出石歴史文化交流館 豊岡市出石町松枝159番地 

６ 豊岡市立市営住宅赤野団地集会所 豊岡市但東町中山197番地の４ 

第２条 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

別表第１中１の項を削り、２の項を１の項とし、３の項から６の項までを１項

ずつ繰り上げる。 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和３年４月１日から、第２条の規定は令和４年４月１

日から施行する。 
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豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

 ⑴ 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正（第１条関係） 

   集会施設のうち次に掲げる８施設を廃止すること。（別表第１関係） 

  (ｱ) 楽々浦交流館 

  (ｲ) 羽尻活性化センター 

  (ｳ) 木の薫る土居交流促進センター 

  (ｴ) 木の薫る久田谷交流促進センター 

  (ｵ) 木の薫る森山交流促進センター 

  (ｶ) 木の薫る山宮交流促進センター 

  (ｷ) 赤野太刀振り文化芸能伝承館 

  (ｸ) 相田交流館 

 ⑵ 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正（第２条関係） 

   阿金谷地区農林漁家婦人活動施設を廃止すること。（別表第１関係） 

 

２ 附則 

この条例中第１条の規定は令和３年４月１日から、第２条の規定は令和４年４

月１日から施行すること。 
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豊
岡
市
立
集
会
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

名
称
 

位
置
 

１
 
豊
岡
市
立
楽
々
浦
交
流
館
 

豊
岡
市
城
崎
町
楽
々
浦
53
5番

地
 

２
 
豊
岡
市
立
阿
金
谷
地
区
農
林
漁
家
婦
人
活
動
施

設
 

豊
岡
市
竹
野
町
阿
金
谷

23
0番

地

の
１
 

３
 
豊
岡
市
立
羽
尻
活
性
化
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
日
高
町
羽
尻
58
5番

地
 

４
 
豊
岡
市
立
頃
垣
活
性
化
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
日
高
町
頃
垣
59
2番

地
 

５
 
豊
岡
市
立
木
の
薫
る
土
居
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
 豊

岡
市
日
高
町
土
居

41
0番

地
の

１
 

６
 
豊
岡
市
立
木
の
薫
る
久
田
谷
交
流
促
進
セ
ン
タ

ー
 

豊
岡
市
日
高
町
久
田
谷

19
4番

地

の
２
 

７
 
豊
岡
市
立
木
の
薫
る
森
山
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
 豊

岡
市
日
高
町
森
山

18
9番

地
の

１
 

８
 
豊
岡
市
立
木
の
薫
る
山
宮
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
 豊

岡
市
日
高
町
山
宮
92
9番

地
 

９
 
豊
岡
市
立
竹
貫
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
日
高
町
竹
貫
31
3番

地
 

10
 
豊
岡
市
立
室
見
会
館
 

豊
岡
市
出
石
町
細
見
84
5番

地
 

11
 
豊
岡
市
立
出
石
歴
史
文
化
交
流
館
 

豊
岡
市
出
石
町
松
枝
15
9番

地
 

12
 
豊
岡
市
立
赤
野
太
刀
振
り
文
化
芸
能
伝
承
館
 

豊
岡
市
但
東
町
中
山
45
9番

地
の
 

１
 

13
 
豊
岡
市
立
相
田
交
流
館
 

豊
岡
市
但
東
町
相
田
20
2番

地
 

14
 
豊
岡
市
立
市
営
住
宅
赤
野
団
地
集
会
所
 

豊
岡
市
但
東
町
中
山

19
7番

地
の

４
 

 

名
称
 

位
置
 

 １
 

  

 豊
岡
市
立
阿
金
谷
地
区
農
林
漁
家
婦
人
活
動

施
設
 

 豊
岡
市
竹
野
町
阿
金
谷

2
3
0
番
地

の
１
 

２
 

      

豊
岡
市
立
頃
垣
活
性
化
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
日
高
町
頃
垣
5
92
番
地
 

３
 
豊
岡
市
立
竹
貫
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 豊

岡
市
日
高
町
竹
貫
3
13
番
地
 

４
 
豊
岡
市
立
室
見
会
館
 

豊
岡
市
出
石
町
細
見
8
45
番
地
 

５
 

   

豊
岡
市
立
出
石
歴
史
文
化
交
流
館
 

豊
岡
市
出
石
町
松
枝
1
59
番
地
 

６
 
豊
岡
市
立
市
営
住
宅
赤
野
団
地
集
会
所
 

豊
岡
市
但
東
町
中
山

1
9
7
番
地
の

４
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豊
岡
市
立
集
会
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

名
称
 

位
置
 

１
 
豊
岡
市
立
阿
金
谷
地
区
農
林
漁
家
婦
人
活
動

施
設
 

豊
岡
市
竹
野
町
阿
金
谷

2
3
0
番
地

の
１
 

２
 
 
略
 

 
略
 

３
 
 
略
 

 
略
 

４
 
 
略
 

 
略
 

５
 
 
略
 

 
略
 

６
 
 
略
 

 
略
 

 
 

名
称
 

位
置
 

  １
 

   
略
 

   
略
 

２
 
 
略
 

 
略
 

３
 
 
略
 

 
略
 

４
 
 
略
 

 
略
 

５
 
 
略
 

 
略
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第24号議案 

 

   豊岡市給水条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 料金、加入金及び手数料の額を消費税等の総額表示に改め、指定給水装置工事事

業者指定更新手数料の新設等を行うため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市給水条例の一部を改正する条例 

 

第１条 豊岡市給水条例（平成17年豊岡市条例第188号）の一部を次のように改正

する。 

  第28条第１項中「に、当該合計額に消費税法（昭和63年法律第108号）第29条

に規定する税率（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律（平成24年法律第68号）附則第５条第

２項により、旧消費税法第29条に規定する税率による場合は、当該税率）を乗じ

て得た額（以下この条において「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法

（昭和25年法律第226号）第72条の83に規定する税率を乗じて得た額（社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交

付税法の一部を改正する法律（平成24年法律第69号）附則第５条に規定する額に

よる場合は、当該額。以下この条において「地方消費税額」という。）を加えた

額」を削り、同条第２項を次のように改める。 

 ２ 基本料金は、水道の使用中止の届出がない限り、水道を使用しない場合でも

これを徴収する。 

  第34条第１項中「に、当該金額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た

額（以下この条において「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法第72条

の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額（１円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てた額）」を削り、「増径工事申込者」を「増径の工事申込者」に改

め、同条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

  第36条第１項中「別表第４に定める額（同表の⑷の項にあっては当該額に消費

税法第29条に規定する税率を乗じて得た額（以下この条において「消費税額」と

いう。）及び消費税額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加

えた額（１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額））」を「別表第４

に定める金額」に改める。 

  別表第２中「640円」を「704円」に、「60円」を「66円」に、「65円」を「71.5

円」に、「70円」を「77円」に、「120円」を「132円」に、「1,280円」を「1,408

円」に、「120円」を「132円」に、「2,600円」を「2,860円」に、「125円」を

「137.5円」に、「9,100円」を「10,010円」に、「140円」を「154円」に、

「14,200円」を「15,620円」に、「195円」を「214.5円」に、「37,000円」を

「40,700円」に、「200円」を「220円」に、「70,000円」を「77,000円」に改める。 

  別表第３中「80,000円」を「88,000円」に、「100,000円」を「110,000円」に、

-221-



「200,000円」を「220,000円」に、「500,000円」を「550,000円」に、「800,000

円」を「880,000円」に、「2,000,000円」を「2,200,000円」に、「4,000,000円」

を「4,400,000円」に改める。 

  別表第４中⑷給水装置工事道路等占用申請手数料の項中「953円」を「1,048円」

に、「2,858円」を「3,143円」に改める。 

第２条 豊岡市給水条例の一部を次のように改正する。 

  別表第４を次のように改める。 

 別表第４（第36条関係） 

手数料の区分 単位 金額 備考 

⑴ 指定給水装置工事事業者指定手

数料 

１件につき 10,000円 第８条第１項の指定

をするとき。 

⑵ 指定給水装置工事事業者指定更

新手数料 

１件につき 10,000円 法第25条の３の２第

１項に規定する指定

の更新をするとき。 

⑶ 給水装置工事

設計審査手数料 

新設 メーター口

径25mm以下 

１件につき 3,000円 第８条第２項の設計

審査をするとき。 

メーター口

径40mm以上 

１件につき 6,000円 

改造 メーター口

径25mm以下 

１件につき 2,000円 

メーター口

径40mm以上 

１件につき 5,000円 

⑷ 給水装置工事

検査手数料 

新設 

改造 

メーター口

径25mm以下 

１件につき 3,000円 第８条第２項の工事

検査をするとき。 

メーター口

径40mm以上 

１件につき 7,000円 

 備考 メーターを設置しない場合の給水装置工事の設計審査及び工事検査に

係る手数料は、給水管の口径による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は令和３年４月１日から、第２条の規定は令和３年７

月１日から施行する。 

 （料金に関する経過措置） 

２ この条例第１条による改正後の豊岡市給水条例第28条第１項及び別表第２の規

定は、令和３年４月１日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に
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係る料金については、なお従前の例による。 

３ 料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が令和３年４月１日前

から同日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の

使用水量を均等とみなし、日割りで算定する。 
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   豊岡市給水条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

⑴ 豊岡市給水条例の一部を改正する条例（第１条関係） 

料金、加入金及び手数料の額を消費税及び地方消費税の総額表示に改めるこ

と。（第28条、第34条、第36条、別表第２から別表第４関係） 

⑵ 豊岡市給水条例の一部を改正する条例（第２条関係） 

指定給水装置工事事業者の指定の更新の手数料を新設し、給水装置工事設計

審査手数料及び給水装置工事検査手数料を引き上げ、給水装置工事道路等占用

申請手数料を廃止すること。（別表第４関係） 

 

２ 附則 

⑴ この条例中第１条の規定は令和３年４月１日から、第２条の規定は令和３年

７月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

⑵ この条例の施行に係る料金に関する経過措置を定めること。（附則第２項、

附則第３項関係） 
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豊
岡
市
給
水
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
料
金
）
 

（
料
金
）
 

第
28
条
 
料
金
は
、
１
月
に
つ
き
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
基

本
料
金
及
び
従
量
料
金
の
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額
に
消
費
税
法
（
昭
和

63
年
法

律
第
10
8号

）
第

29
条
に
規
定
す
る
税
率
（
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図

る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
（
平
成
24
年
法
律
第
68
号
）
附
則
第
５
条
第
２
項
に
よ
り
、
旧
消
費
税
法
第

29
条

に
規
定
す
る
税
率
に
よ
る
場
合
は
、
当
該
税
率
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
及
び
消
費
税
額
に
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法

律
第
22
6号

）
第

72
条
の
83
に
規
定
す
る
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
社
会
保
障
の
安

定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第

69
号
）
附
則
第
５

条
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
場
合
は
、
当
該
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
消
費

税
額
」
と
い
う
。
）
を
加
え
た
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

第
28
条

 
料
金
は
、
１
月
に
つ
き
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
算
定
し
た
基

本
料
金
及
び
従
量
料
金
の
合
計
額

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
（
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

２
 
料
金
は
、
基
本
料
金
に
、
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
加
え
た
額
（
１
円
未

満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
最
低
料
金
と
す
る
。
 

２
 
基
本
料
金
は
、
水
道
の
使
用
中
止
の
届
出
が
な
い
限
り
、
水
道
を
使
用
し
な
い

場
合
で
も
こ
れ
を
徴
収
す
る
。

 

３
 
略
 

３
 
略
 

（
加
入
金
）
 

（
加
入
金
）
 

第
34
条
 
加
入
金
は
、
別
表
第
３
に
定
め
る
区
分
の
金
額
に
、
当
該
金
額
に
消
費
税

法
第
29
条
に
規
定
す
る
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
費

税
額
」
と
い
う
。
）
及
び
消
費
税
額
に
地
方
税
法
第
72
条
の
83
に
規
定
す
る
税
率
を

乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切

第
34
条

 
加
入
金
は
、
別
表
第
３
に
定
め
る
区
分
の
金
額
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り
捨
て
た
額
）
と
し
、
給
水
装
置
の
新
設
及
び
増
径
工
事
申
込
者

 
か
ら
徴
収
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
増
径
工
事
申
込
者

 
か
ら
徴
収
す
る
加
入
金
は
、
増
径

後
の
口
径
と
増
径
前
の
口
径
に
係
る
加
入
金
の
差
額
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 

 
と
し
、
給
水
装
置
の
新
設
及
び
増
径
の
工
事
申
込
者
か
ら
徴
収
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
増
径
の
工
事
申
込
者
か
ら
徴
収
す
る
加
入
金
は
、
増
径

後
の
口
径
と
増
径
前
の
口
径
に
係
る
加
入
金
の
差
額
と
す
る
。
 

２
 
加
入
金
は
、
給
水
装
置
工
事
申
込
み
の
際
、
徴
収
す
る
。
 

２
 
加
入
金
は
、
給
水
装
置
工
事
申
込
み
の
際
、
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
特

別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

３
・
４
 
略
 

３
・
４
 
略
 

（
手
数
料
）
 

（
手
数
料
）
 

第
36
条
 
手
数
料
は
、
別
表
第
４
に
定
め
る
額
（
同
表
の
⑷
の
項
に
あ
っ
て
は
当
該

額
に
消
費
税
法
第

29
条
に
規
定
す
る
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
及
び
消
費
税
額
に
地
方
税
法
第
72
条
の
83
に
規
定

す
る
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
と
し
、
申
込
者
か
ら
徴
収
す
る
。
 

第
36
条

 
手
数
料
は
、
別
表
第
４
に
定
め
る
金
額

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
し
、
申
込
者
か
ら
徴
収
す
る
。
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

別
表
第
２
（
第

28
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第

28
条
関
係
）
 

基
本
料
金
（
１
月
に
つ

き
）
 

従
量
料
金
（
１

m3
に
つ
き
）
 

メ
ー

タ
ー

の
口
径
 

料
金
 

区
分
 

用
途
 

一
般
 

公
衆
浴

場
 

豊
岡
中
核

工
業
団
地
 城

崎
町

湯

島
財

産
区

営
浴
場
 

13
mm
 

64
0円

 1
0m

3 ま
で
の
分
 

60
円
 

65
円
 

70
円
 

12
0円

 

20
mm
 

1,
28
0円

 1
0m

3
を

超
え

20
m3
ま
で
の
分
 

12
0
円
 

25
mm
 

2,
60
0円

 2
0m

3
を

超
え

12
5
円
 

基
本
料
金
（
１
月
に
つ

き
）
 

従
量
料
金
（
１

m3
に
つ
き
）
 

メ
ー

タ
ー

の
口
径
 

料
金
 

区
分
 

用
途
 

一
般
 

公
衆
浴

場
 

豊
岡
中
核

工
業
団
地
 城

崎
町

湯

島
財

産
区

営
浴
場
 

13
mm
 

70
4
円
 1
0
m3
ま
で
の
分
 

6
6円

 
7
1
.5
円
 

77
円
 

1
32
円
 

20
mm
 

1,
40
8円

 1
0
m3

を
超

え

2
0
m3
ま
で
の
分
 

1
3
2
円
 

25
mm
 

2,
86
0円

 2
0
m3

を
超

え
1
3
7
.
5円

 

-226-



30
m3
ま
で
の
分
 

40
mm
 

9,
10
0円

 3
0m

3
を

超
え

50
m3
ま
で
の
分
 

14
0
円
 

50
mm
 

14
,2
00
円
 5
0m

3
を

超
え

10
0m

3 ま
で
の
分
 

19
5
円
 

75
mm
 

37
,0
00
円
 1
00
m3
を
超
え
る

分
 

20
0
円
 

10
0m
m 

70
,0
00
円
 

12
5m
m

以

上
 

管
理

者
が

別
に

定
め

る
額
 

 

3
0
m3
ま
で
の
分
 

40
mm
 

10
,0
10
円
 3
0
m3

を
超

え

5
0
m3
ま
で
の
分
 

1
5
4円

 

50
mm
 

15
,6
20
円
 5
0
m3

を
超

え

1
0
0
m3
ま
で
の
分
 2
1
4
.
5円

 

75
mm
 

40
,7
00
円
 1
0
0
m3
を
超
え
る

分
 

2
2
0円

 

10
0m
m 

77
,0
00
円
 

12
5m
m

以

上
 

管
理

者
が

別
に

定
め

る
額
 

 

別
表
第
３
（
第

34
条
関
係
）
 

別
表
第
３
（
第

34
条
関
係
）
 

メ
ー
タ
ー
の
口
径
 

加
入
金
 

13
mm
 

80
,0
00
円
 

20
mm
 

10
0,
00
0円

 

25
mm
 

20
0,
00
0円

 

40
mm
 

50
0,
00
0円

 

50
mm
 

80
0,
00
0円

 

75
mm
 

2,
00
0,
00
0円

 

10
0m
m 

4,
00
0,
00
0円

 

12
5m
m以

上
 

 
略
 

 

メ
ー
タ
ー
の
口
径
 

加
入
金
 

13
mm
 

88
,
0
0
0円

 

20
mm
 

1
10
,
0
00
円
 

25
mm
 

2
20
,
0
00
円
 

40
mm
 

5
50
,
0
00
円
 

50
mm
 

8
80
,
0
00
円
 

75
mm
 

2
,
20
0
,0
0
0円

 

10
0m
m 

4
,
40
0
,0
0
0円

 

12
5m
m以

上
 

 
略
 

 

別
表
第
４
（
第

36
条
関
係
）
 

別
表
第
４
（
第

36
条
関
係
）
 

手
数
料
の
区
分
 

種
別
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

⑴
 
指
定
給

水
装

置
工

事
事

業
者

  

  

  

  

手
数
料
の
区
分
 

種
別
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

⑴
 
指
定
給

水
装

置
工

事
事

業
者
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登
録
手
数
料
 

 
～
 

⑶
 
給
水
装

置
工

事
検
査
手
数
料
   

略
 

  
略
 

  
略
 

  
略
 

⑷
 
給
水
装

置
工

事
道

路
等

占
用

申
請
手
数
料
 

市
担

当
部

局

へ
の
申
請
 

１
件

に
つ

き
 

95
3円

 給
水
管
等
を
道
路
等
に

布
設
す
る
場
合
 

国
又

は
県

へ

の
申
請
 

１
件

に
つ

き
 

2,
85
8円

 

 

登
録
手
数
料
 

 
～
 

⑶
 
給
水
装

置
工

事
検
査
手
数
料
   

略
 

  
略
 

  
略
 

  
略
 

⑷
 
給
水
装

置
工

事
道

路
等

占
用

申
請
手
数
料
 

市
担

当
部

局

へ
の
申
請
 

１
件

に
つ

き
 

1
,
0
4
8円

 給
水
管
等
を
道
路
等
に

布
設
す
る
場
合
 

国
又

は
県

へ

の
申
請
 

１
件

に
つ

き
 

3
,
1
4
3円

 

 

備
考
 
略
 

備
考

 
略
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豊
岡
市
給
水
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

別
表
第
４
（
第

36
条
関
係
）
 

別
表
第
４
（
第

36
条
関
係
）
 

手
数
料
の
区
分
 

種
別
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

⑴
 
指
定
給
水
装

置
工
事
事
業
者

登
録
手
数
料
 

 

１
件

に
つ

き
 

10
,0
00
円
 法
第

16
条
の
２
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
す

る
場
合
 

⑵
 
給
水
装
置
工

事
設
計
審
査
手

数
料
 

メ
ー

タ
ー

口

径
20
mm
以
下
 

１
件

に
つ

き
 

95
3円

 第
８
条
第
２
項
の
設
計

審
査
を
す
る
場
合
 

メ
ー

タ
ー

口

径
25
mm
以
上
 

１
件

に
つ

き
 

2,
85
8円

 

⑶
 
給
水
装
置
工

事
検
査
手
数
料
 メ

ー
タ

ー
口

径
20
mm
以
下
 

１
件

に
つ

き
 

95
3円

 第
８
条
第
２
項
の
工
事

検
査
を
す
る
場
合
 

メ
ー

タ
ー

口

径
25
mm
以
上
 

１
件

に
つ

き
 

2,
85
8円

 

⑷
 
給
水
装
置
工

事
道
路
等
占
用

申
請
手
数
料
 

市
担

当
部

局

へ
の
申
請
 

１
件

に
つ

き
 

1,
04
8円

 給
水
管
等
を
道
路
等
に

布
設
す
る
場
合
 

国
又

は
県

へ

の
申
請
 

１
件

に
つ

き
 

3,
14
3円

 

備
考

 
メ
ー
タ
ー
を
設
置
し
な
い
場
合
の
給
水
装
置
工
事
の
設
計
審
査
及
び
工
事

検
査
に
係
る
手
数
料
は
、
給
水
管
の
口
径
に
よ
る
。

 

手
数
料
の
区
分
 

単
位
 

金
額
 

備
考
 

⑴
 
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
指

定
手
数
料
 

１
件

に

つ
き
 

1
0
,
0
0
0円

 第
８
条
第
１
項
の
指
定

を
す
る
と
き
。
 

⑵
 
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
指

定
更
新
手
数
料
 

１
件

に

つ
き
 

1
0
,
0
0
0円

 法
第
2
5条

の
３
の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
指
定

の
更
新
を
す
る
と
き
。
 

⑶
 
給
水
装

置
工
事
設

計
審
査
手

数
料
 

新
設
 

メ
ー

タ
ー

口

径
2
5
m
m以

下
 １

件
に

つ
き
 

3
,
0
0
0円

 第
８
条
第
２
項
の
設
計

審
査
を
す
る
と
き
。
 

メ
ー

タ
ー

口

径
4
0
m
m以

上
 １

件
に

つ
き
 

6
,
0
0
0円

 

改
造
 

メ
ー

タ
ー

口

径
2
5
m
m以

下
 １

件
に

つ
き
 

2
,
0
0
0円

 

メ
ー

タ
ー

口

径
4
0
m
m以

上
 １

件
に

つ
き
 

5
,
0
0
0円

 

⑷
 
給
水
装

置
工
事
検

査
手
数
料
 

新
設
 

改
造
 

メ
ー

タ
ー

口

径
2
5
m
m以

下
 １

件
に

つ
き
 

3
,
0
0
0円

 第
８
条
第
２
項
の
工
事

検
査
を
す
る
と
き
。
 

メ
ー

タ
ー

口

径
4
0
m
m以

上
 １

件
に

つ
き
 

7
,
0
0
0円

 

 

 
備
考

 
メ
ー
タ
ー
を
設
置
し
な
い
場
合
の
給
水
装
置
工
事
の
設
計
審
査
及
び
工
事

検
査
に
係
る
手
数
料
は
、
給
水
管
の
口
径
に
よ
る
。
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第25号議案 

 

   豊岡市下水道条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 責任技術者の登録及び指定工事店の指定に係る効力の停止期間を延長し、使用料

及び加入金の額を消費税等の総額表示に改めるため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市下水道条例（平成17年豊岡市条例第192号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の７第４項及び第６条の12第１項中「30日」を「６月」に改める。 

第16条第１項中「に、当該合計額に消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規

定する税率（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律（平成24年法律第68号）附則第５条第２項によ

り、旧消費税法第29条に規定する税率による場合は、当該税率）を乗じて得た額（以

下この条において「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法（昭和25年法律第

226号）第72条の83に規定する税率を乗じて得た額（社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する

法律（平成24年法律第69号）附則第５条に規定する額による場合は、当該額）を加

えた額」を削り、「600円」を「660円」に、「80円」を「88円」に、「170円」を「187

円」に、「195円」を「214.5円」に、「220円」を「242円」に、「245円」を「269.5円」

に、「260円」を「286円」に、「40円」を「44円」に、「167円」を「183.7円」に改め

る。 

第22条第１項中「額に、当該合計額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得

た額（以下この条において「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法第72条の

83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額（１円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てた額）の」を「ところにより」に、「130,000円」を「143,000円」に、

「170,000円」を「187,000円」に、「40又は50mm」を「40mm又は50mm」に、「240,000

円」を「264,000円」に、「520,000円」を「572,000円」に改め、同条第２項に次の

ただし書を加える。 

  ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第６条の７第４項及び

第６条の12第１項の改正規定は、令和３年７月１日から施行する。 

 （責任技術者の登録及び指定工事店の指定の効力の停止に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の豊岡市下水道条例（以下「改正後の条例」という。）第

６条の７第４項及び第６条の12第１項の規定は、令和３年７月１日以後の下水道

に関する法令、条例等の違反、業務に関する不誠実な行為等（以下この項におい

て「違反等」という。）について適用し、同日前の違反等については、なお従前の

例による。 
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 （使用料に関する経過措置） 

３ 改正後の条例第16条第１項の規定は、令和３年４月１日以後の使用に係る使用

料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

この場合において、同日前から同日以後に引き続く使用に係る使用料は、使用者

が汚水を日々均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。 
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   豊岡市下水道条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

 ⑴ 責任技術者の登録及び指定工事店の指定に係る効力の停止期間を、それぞれ

30日から６月に延長すること。（第６条関係） 

 ⑵ 使用料及び加入金の額を消費税及び地方消費税の総額表示に改めること。（第

16条、第22条関係） 

 

２ 附則 

 ⑴ この条例は、令和３年４月１日から施行すること。ただし、責任技術者の登

録及び指定工事店の指定に係る効力の停止期間の延長の規定は、令和３年７月

１日から施行すること。（附則第１項関係） 

 ⑵ この条例の施行に係る責任技術者の登録及び指定工事店の指定の効力の停止

に関する経過措置を定めること。（附則第２項関係） 

 ⑶ この条例の施行に係る使用料に関する経過措置を定めること。（附則第３項

関係） 
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豊
岡
市
下
水
道
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
責
任
技
術
者
の
登
録
の
資
格
）
 

（
責
任
技
術
者
の
登
録
の
資
格
）
 

第
６
条
の
７
 
略
 

第
６
条
の
７
 
略
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
管
理
者
は
、
責
任
技
術
者
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が
下
水
道
に
関
す
る
法
令
、

条
例
及
び
規
程
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
業
務
に
関
し
不
誠
実
な
行
為
が

あ
る
な
ど
、
責
任
技
術
者
と
し
て
不
適
切
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
責
任
技
術
者

の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は

30
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
登
録
の
効
力

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
管
理
者
は
、
責
任
技
術
者
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
が
下
水
道
に
関
す
る
法
令
、

条
例
及
び
規
程
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
業
務
に
関
し
不
誠
実
な
行
為
が

あ
る
な
ど
、
責
任
技
術
者
と
し
て
不
適
切
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
責
任
技
術
者

の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
登
録
の
効
力

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
指
定
の
取
消
し
又
は
一
時
停
止
）
 

（
指
定
の
取
消
し
又
は
一
時
停
止
）
 

第
６
条
の

12
 
管
理
者
は
、
指
定
工
事
店
が
下
水
道
に
関
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規

程
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
業
務
に
関
し
不
誠
実
な
行
為
が
あ
る
な
ど
、

指
定
工
事
店
と
し
て
不
適
切
と
認
め
た
と
き
は
、
第
６
条
第
１
項
の
指
定
を
取
り

消
し
、
又
は

30
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
の
効
力
を
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

第
６
条
の

12
 
管
理
者
は
、
指
定
工
事
店
が
下
水
道
に
関
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規

程
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
業
務
に
関
し
不
誠
実
な
行
為
が
あ
る
な
ど
、

指
定
工
事
店
と
し
て
不
適
切
と
認
め
た
と
き
は
、
第
６
条
第
１
項
の
指
定
を
取
り

消
し
、
又
は
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
の
効
力
を
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
使
用
料
の
算
定
方
法
）
 

（
使
用
料
の
算
定
方
法
）
 

第
16
条
 
使
用
料
の
額
は
、
使
用
者
が
排
除
し
た
汚
水
の
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
合
計
額
に
、
当
該
合
計
額
に
消
費
税
法
（
昭
和

63

年
法
律
第
10
8号

）
第

29
条
に
規
定
す
る
税
率
（
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等

を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
（
平
成
24
年
法
律
第
68
号
）
附
則
第
５
条
第
２
項
に
よ
り
、
旧
消
費
税
法
第

第
16
条

 
使
用
料
の
額
は
、
使
用
者
が
排
除
し
た
汚
水
の
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
合
計
額

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

-236-



29
条
に
規
定
す
る
税
率
に
よ
る
場
合
は
、
当
該
税
率
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
消
費
税
額
」
と
い
う
。
）
及
び
消
費
税
額
に
地
方
税
法
（
昭
和
25

年
法
律
第
22
6号

）
第

72
条
の
83
に
規
定
す
る
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
社
会
保
障

の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法

及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

24
年
法
律
第

69
号
）
附
則

第
５
条
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
場
合
は
、
当
該
額
）
を
加
え
た
額
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
使
用
料
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
使
用
料
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

区
分
 

排
除
汚
水
量
 

金
額
 

基
本
使
用
料
（
１

月
に
つ
き
）
 

一
般
 

―
 

60
0円

 

浴
場
 

―
 

60
0円

 

―
 

―
 

従
量
使
用
料
（
１

月
に
つ
き
）
 

一
般
 

10
m3
ま
で
の
分
 

１
m3
に
つ
き
 
80
円
 

10
m3
を
超
え
30
m3
ま
で
の
分
 

１
m3
に
つ
き
 
17
0円

 

30
m3
を
超
え
50
m3
ま
で
の
分
 

１
m3
に
つ
き
 
19
5円

 

50
m3
を
超
え
10
0m

3 ま
で
の
分
 
１

m3
に
つ
き
 
22
0円

 

10
0m

3 を
超
え
50
0m

3 ま
で
の
分
 １

m3
に
つ
き
 
24
5円

 

50
0m

3 を
超
え
る
分
 

１
m3
に
つ
き
 
26
0円

 

浴
場
 

―
 

１
m3
に
つ
き
 
40
円
 

―
 

１
m3
に
つ
き
 
16
7円

 

備
考
 

略
 

 

区
分
 

排
除
汚
水
量
 

金
額
 

基
本
使
用
料
（
１

月
に
つ
き
）
 

一
般
 

―
 

6
60
円
 

浴
場
 

―
 

6
60
円
 

―
 

―
 

従
量
使
用
料
（
１

月
に
つ
き
）
 

一
般
 

1
0
m3
ま
で
の
分
 

１
m3
に
つ
き
 

88
円
 

1
0
m3
を
超
え
30
m3
ま
で
の
分
 

１
m3
に
つ
き
 

18
7円

 

3
0
m3
を
超
え
50
m3
ま
で
の
分
 

１
m3
に
つ
き
 

2
1
4.
5円

 

5
0
m3
を
超
え
10
0
m3
ま
で
の
分
 
１
m3
に
つ
き
 

24
2円

 

1
0
0
m3
を
超
え
5
0
0
m3
ま
で
の
分
 １

m3
に
つ
き
 

26
9.
5円

 

5
0
0
m3
を
超
え
る
分
 

１
m3
に
つ
き
 

28
6円

 

浴
場
 

―
 

１
m3
に
つ
き
 

44
円
 

―
 

１
m3
に
つ
き
 

18
3.
7円

 

備
考
 

略
 

 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

（
新
規
加
入
）
 

（
新
規
加
入
）
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第
22
条
 
公
共
下
水
道
に
下
水
を
流
入
す
る
た
め
新
た
に
取
付
管
及
び
公
共
ま
す
等

を
設
置
す
る
者
は
、
次
の
表
に
定
め
る
額
に
、
当
該
合
計
額
に
消
費
税
法
第

29
条

に
規
定
す
る
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
費
税
額
」
と
い

う
。
）
及
び
消
費
税
額
に
地
方
税
法
第

72
条
の

83
に
規
定
す
る
税
率
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
え
た
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た

額
）
の
新
規
加
入
者
負
担
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
入
金
」
と
い
う
。
）
を

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
下
水
道
受
益
者
負
担
金
が
土
地
に
賦
課

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
22
条

 
公
共
下
水
道
に
下
水
を
流
入
す
る
た
め
新
た
に
取
付
管
及
び
公
共
ま
す
等

を
設
置
す
る
者
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
新
規
加
入
者
負
担
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
入
金
」
と
い
う
。
）
を

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
下
水
道
受
益
者
負
担
金
が
土
地
に
賦
課

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

水
道
メ
ー
タ
ー
の
口
径
 

金
額
 

20
mm
以
下
 

13
0,
00
0円

 

25
mm
 

17
0,
00
0円

 

40
又
は
50
mm
 

24
0,
00
0円

 

75
mm
以
上
 

52
0,
00
0円

 
 

水
道
メ
ー
タ
ー
の
口
径
 

金
額
 

20
mm
以
下
 

1
4
3,
0
00
円
 

25
mm
 

1
8
7,
0
00
円
 

40
mm
又
は
50
mm
 

2
6
4,
0
00
円
 

75
mm
以
上
 

5
7
2,
0
00
円
 

 

２
 
前
項
の
加
入
金
は
、
申
込
み
の
際
に
徴
収
す
る
。
 

２
 
前
項
の
加
入
金
は
、
申
込
み
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
略
 

３
 
略
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第26号議案 

 

   豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正す    

る条例制定について 

 

 豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

 

  令和３年２月26日提出 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 使用料及び加入金の額を消費税等の総額表示に改め、農業集落排水施設等の処理区

の一部を公共下水道等の処理区に統合を行うため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 

  例 

 

 豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例（平成17年豊岡市条例第

194号）の一部を次のように改正する。 

 第14条第１項中「に、当該合計額に消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規

定する税率（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律（平成24年法律第68号）附則第５条第２項によ

り、旧消費税法第29条に規定する税率による場合は、当該税率）を乗じて得た額（以

下この条において「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法（昭和25年法律第

226号）第72条の83に規定する税率を乗じて得た額（社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する

法律（平成24年法律第69号）附則第５条に規定する額による場合は、当該額）を加

えた額」を削り、「600円」を「660円」に、「80円」を「88円」に、「170円」を「187

円」に、「195円」を「214.5円」に、「220円」を「242円」に、「245円」を「269.5円」

に、「260円」を「286円」に改める。 

第18条第１項中「額に、当該合計額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得

た額（以下この条において「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法第72条の

83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額（１円未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てた額）の」を「ところにより」に、「130,000円」を「143,000円」に、

「170,000円」を「187,000円」に、「40又は50mm」を「40mm又は50mm」に、「240,000

円」を「264,000円」に、「520,000円」を「572,000円」に改め、同条第２項に次の

ただし書を加える。 

  ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 

別表の１の表三江東部地区の項、八代地区の項及び平田地区の項並びに別表の５

の表神美北部地区の項を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条

例第14条第１項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の

使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。この場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用
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に係る使用料は、使用者が汚水を日々均等に排除したものとみなし、日割計算に

より算定する。 

-242-



   豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 

例案要綱 

 

１ 改正の内容 

 ⑴ 使用料及び加入金の額を消費税額及び地方消費税額の総額表示に改めること。

（第14条、第18条関係） 

 ⑵ 農業集落排水施設の処理区の三江東部地区及び八代地区並びにコミュニテ

ィ・プラントの処理区の神美北部地区を公共下水道の処理区に統合し、農業集

落排水施設の処理区の平田地区を特定環境保全公共下水道の処理区に統合する

こと。（別表関係） 

 

２ 附則 

 ⑴ この条例は、令和３年４月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

 ⑵ この条例の施行に係る使用料に関する経過措置を定めること。（附則第２項

関係） 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第27号議案 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第24号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第24号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ207,303千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ60,113,495千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第28号議案 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第25号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第25号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ807,444千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ59,306,051千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加、廃止及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第29号議案 

 

令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第５号） 

 

 

令和２年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第５号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 121,066 千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ8,848,761千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第30号議案 

 

令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第３号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,496 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ85,538千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第31号議案 

 

令和２年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第３号) 

 

 

 令和２年度豊岡市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,788 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ1,319,098千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第32号議案 

 

令和２年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算(第４号) 

 

 

 令和２年度豊岡市の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 156,275 千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ10,305,943千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第33号議案 

 

令和２年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算(第５号) 

 

 

 令和２年度豊岡市の診療所事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12,164千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ298,560千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 
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        令和３年２月 26 日提出 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

第34号議案 

 

令和２年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算(第２号) 

 

 

 令和２年度豊岡市の太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,380千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ105,575千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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　令和２年度　豊岡市水道事業会計補正予算（第３号）

　（総　則）

第１条　令和２年度豊岡市水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量の補正）

第２条　令和２年度豊岡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務

　の予定量を、次のように改める。

　⑷　主な建設改良事業

　　　配水施設費 千円 △ 64,152 千円 709,495 千円

　（収益的収入及び支出の補正）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収　　　　　　　　入

　第１款 水道事業収益 千円 155 千円 2,332,327 千円

　第１項 営業収益 千円 155 千円 1,762,063 千円

支　　　　　　　　出

　第１款 水道事業費用 千円 1,101 千円 2,187,545 千円

　第１項 営業費用 千円 △ 32,059 千円 1,865,931 千円

　第２項 営業外費用 千円 33,160 千円 314,565 千円

　（資本的収入及び支出の補正）

第４条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

　 1,042,731千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 61,935 千円及び過

　年度分損益勘定留保資金 980,796 千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足

　（　　計　　）

（既決予定額）

第35号議案

　（　科　　目　） （既決予定額） （補正予定額）

773,647

　（　科　　目　） 　（　　計　　）

2,332,172

1,761,908

2,186,444

（補正予定額）

1,897,990

281,405
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　する額 979,579 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,296 千円

　及び過年度分損益勘定留保資金 923,283 千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のと

　おり補正する。

収　　　　　　　　入

　第１款 資本的収入 千円 △ 1,000 千円 642,408 千円

　第３項 負担金 千円 △ 1,000 千円 62,968 千円

支　　　　　　　　出

　第１款 資本的支出 千円 △ 64,152 千円 1,621,987 千円

　第１項 建設改良費 千円 △ 64,152 千円 728,921 千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第５条　予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、次の

　ように改める。

　⑴　職員給与費 千円 △ 1,711 千円 156,192 千円

令和３年２月26日提出

豊岡市長　　中　貝　宗　治

　（　　計　　）　（　科　　目　） （既決予定額） （補正予定額）

　（　科　　目　） （既決予定額） （補正予定額） （　　計　　）

157,903

1,686,139

793,073

63,968

643,408
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令和２年度　豊岡市下水道事業会計補正予算（第３号）

 

　（総　則）

第１条　令和２年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量の補正）

第２条　令和２年度豊岡市下水道事業会計予算（以下 「予算」 という。）第２条に定めた業

　務の予定量を、次のように改める。

　　　　　（　科　　目　） 　　　　（既決予定額）　　　　（補正予定額）　　　　（　　計　　）

　⑷　おもな建設改良事業

　　　　　　　　管渠施設事業費 千円 122,821 千円 1,368,736 千円

　　　　　　　　処理場施設事業費 千円 205,884 千円 1,277,887 千円

　（収益的収入及び支出の補正）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

　　　　　（　科　　目　） 　　　　（既決予定額）　　　　（補正予定額）　　　　（　　計　　）

収　　　　　　　　入

　第１款 下水道事業収益 千円 △ 61,774 千円 5,727,334 千円

　第１項 営業収益 千円 △ 646 千円 1,837,225 千円

　第２項 営業外収益 千円 △ 61,128 千円 3,890,107 千円

支　　　　　　　　出

　第１款 下水道事業費用 千円 △ 18,435 千円 5,091,633 千円

　第１項 営業費用 千円 △ 34,940 千円 4,413,674 千円

　第２項 営業外費用 千円 16,505 千円 671,803 千円

　（資本的収入及び支出の補正）

第４条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

　 2,365,169 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 105,929 千円、

　当年度分損益勘定留保資金 1,862,908 千円、減債積立金 396,332 千円」を「資本的収

　入額が資本的支出額に対し不足する額 2,356,864千円は当年度分消費税及び地方消費税

　資本的収支調整額 116,843 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,845,607 千円、減債積

　立金 394,414 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

3,951,235

第36号議案

1,245,915

1,072,003

5,789,108

1,837,871

5,110,068

4,448,614

655,298

-555-



　　　　　（　科　　目　） 　　　　（既決予定額）　　　　（補正予定額）　　　　（　　計　　）

収　　　　　　　　入

　第１款 資本的収入 千円 337,010 千円 3,857,758 千円

　第１項 企業債 千円 127,800 千円 2,540,300 千円

　第２項 補助金 千円 201,400 千円 1,307,556 千円

　第３項 負担金 千円 7,810 千円 9,900 千円

支　　　　　　　　出

　第１款 資本的支出 千円 328,705 千円 6,214,622 千円

　第１項 建設改良費 千円 328,705 千円 2,646,623 千円

　（企業債の補正）

第５条　予算第５条に定めた起債の限度額を、次のように改める。

変更

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第６条　予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、次

　のように改める。

　　　　　（　科　　目　） 　　　　（既決予定額）　　　　（補正予定額）　　　　（　　計　　）

　⑴　　職員給与費 千円 100 千円 131,171 千円

令和３年２月26日提出

豊岡市長　　中　貝　宗　治

3,520,748

2,412,500

1,106,156

2,090

5,885,917

2,317,918

起債の目的
限　　度　　額

補　正　前 補　正　後

　建設改良費 1,132,600千円 1,260,400千円

計 2,428,800千円 2,556,600千円

131,071
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第 48 号議案 

 

工事請負契約の締結について 

 

 （仮称）福田排水機場機械電気設備工事について、下記のとおり工事請負契約

を締結する。よって、豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成 17 年豊岡市条例第 55 号）第２条の規定により議会の議決を

求める。 

 

  令和３年２月 26 日提出 

 

豊岡市長 中 貝 宗 治 

 

記 

 

１ 契約の目的    （仮称）福田排水機場機械電気設備工事 

            

２ 契約の方法    一般競争入札 

 

３ 契約の金額    372,900,000 円 

 

４ 契約の相手方   ＯＥＳ・白菱特定建設工事共同企業体 

代表者 豊岡市神美台 157 番 76 

    ＯＥＳアクアフオーコ 株式会社 

    代表取締役 鈴木 寛 

構成員 豊岡市中陰 399 番地の 12 

               白菱電気設備 株式会社 

               代表取締役社長 片岡 卓朗 

 

 

 （備考）工期限   令和５年３月 24 日 

-569-
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参考資料  

 

（仮称）福田排水機場機械電気設備工事の概要  

                                           

   機械設備工事  

コラム式水中ポンプ       ２台  

    吐出弁             ２台  

    吐出管（900A）          ２条  

    乗越管（500A）         ６条  

    スクリーン           ２基  

    防護柵             ２基  

    投込式水位計           １組  

  

   電気設備工事  

    気中開閉器           １台  

    引込受電盤           １面  

    主変圧器盤           １面  

    400V動力分岐盤          １面  

    200V動力・照明分岐盤       １面  

    主ポンプ盤           ２面  

    直流電源盤           １面  

    計装盤             １面  

    作業用電源盤           １面  

    接地端子盤           １面  

    投光器             ２台  

    配線工             １式  

    配管工             １式  
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